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四
節

市
財
政
の
構
造
と
そ
の
変
化

市
財
政
総
収
入
の
変
化
の
概
要

「
普
通
経
済
」
と

「
特
別
経
済
」

に
分
れ
て
い
た
。

神
戸
市
の
財
政
は
「
普
通
経
済
し
（
一
般
会
計
。
以
平
に
「
市
費
L

と
称
さ
れ
る
）
と
「
特
別
加
経
済
L

（
特
別
会
計
）

（決算）

円七昭和i了3J 4 5 

1~6~~i~~J司副 6~55t~6. 4ム

(lji(]L: JjiLJ) 

「
特
別
経
済
し
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
明
治
則
に
水
道
市
営
化
に
よ
っ
て
水
道
裂
と

5 

35.5 

64.5 

8.8 

36.6 
11. 2 

7.9 

100.0 

15 

40. 

59. 

6. 

44. 

8. 

100. 

水
道
拡
張
費
が
設
定
さ
れ
て
い

;• {-
の

後
、
大
正
六
（
一
九

七
）
年
の

市
営
化
に
よ
り
同
年
度
か
ら
電
気
事
業
費

と
電
気
事
業
用
品
資
金
が
、
大
正
九
年
の

須
磨
町
編
入
に
と
も
な
い
大
正
十
J
十

年
度
に
須
磨
水
道
費
が
、

[I百
和

一
七
）
年
度
か
ら
は
基
本
財
産
お
よ
び
樹

立
金
が
、
間
四
年
度
か
ら
は
市
民
病
院
費
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市l比政の構造とその変化
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14 

向上百分比（%）

42.6 

57.4 

5. 8 

31. 4 

20. 2 

rli営事業収入

f水 道

内j'Ill'.気ヰf業

liR I都市計図

Lその他

100.0 計辺、
同

と
中
央
卸
売
市
場
賓
が
っ
特
別
経
済
L

と

し
て
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

財
政
収
支

の
概
要

さ
て
、
市
財
政
総
収
入
を

み
る
と
（
表
似
て
電
気
事

業
市
営
開
始
前
の
大
正
五
年
度
に
は
八
九

九
万
円
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
四
年
度

〈注） 耳i佼求総は悶捻1i.入したので，合計があわない場合もある。

資料： r神戸市統計務a

に
は
六
五
五
七
万
円
へ
と
突
に
七

に
も
附
膨
張
し
、
財
政
規
模
は
東
京
・
大
阪

に
次
い
で
全
国
第
一
一
一
位
と
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
第
一
次
位
界
大
験
中
か
ら
昭
和
初

期
に
か
け
て
財
政
規
模
は
急
膨
張
し
た
。

そ
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
っ
特
別
経

済
L
I市
営
事
業
収
入
が
大
き
な
比
重
を

占
め
る
に
い
た
っ
た
こ
と
で
、
大
正
九
J

昭
和
四
年
度
に
は
総
収
入
の
五
五
J
六
O

%
を
占
め
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
収
入
内
符
加
に
み
る
と
（
表
問
）
、

近代・現代歴史編N583 



る
。
税
収
入
は
金
額
に
お
い
て
約
七
倍
と
な
っ
た

が
、
使
用
料
収
入
は
二
二
倍
と
な
っ
て
お
り
、
比
率
で
は
税
収
入
が

大
正
五
年
度
と
昭
和
四
年
度
を
比
較
し
た
場
合
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が

八
%
台
と
ほ
ぼ
変
ら
な
い
の
に
対
し
、
使
用
料
収
入
は

O
%
か
ら
一
一
一

odpへ
と
増
大
し
た
。

さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
市
財
政
収
入
（
表
問
）
と
比
較
し
て
み
る
と
（
表
出
、
明

治
問
十
（

九
O
七）

J
大
正
一
ニ
（
一
九
一
四
）
年
度
平
均
に
比
し
、
大
正
八
J
昭
和
四
年
度
一
平
均
で
は
、
税
収
入
比
率
が
二
六
・

五
%
か
ら

ム
ハ
・
六
%
と
後
退
し
て
い
る
の
に
対
し
、
使
用
料
収
入
比
率
は
一

0
・八
M
F

か
ら
二
七
・
五
%
へ
と
一
一
・
五
倍
も

増
大
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
税
収
入
と
使
用
料
収
入
の
単
純
比
較
か
ら
み
る
と
よ
り
明
瞭
に
な
る
。
明
治
四
十
J
大
正
一
二
年

り、度
平
均
の
税
収
入
対
使
用
料
収
入
比
は
七
一
対
二
九
で
あ
っ
た
も
の
が
、
大
正
八
？
昭
和
四
年
度
平
均
で
は

八
対
六
二
と
な

し
か
も
大
正
八
年
度
（
四
三
対
五
七
）
か
ら
年
を
追
っ
て
使
用
料
収
入
比
は
機
大
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（単位：万円）

I 14 15 昭和2 3 4 5 

1, 020 1, 148 919 991 1, 20ヲ 1, 182 

807 844 739 783 926 872 

92 169 133 182 213 263 

121 135 47 26 70 47 

1,538 1,547 1, 730 1,841 2,044 1,999 

158 194 195 189 195 

188 191 219 225 230 

1, 609 1,554 

20 20 

2, 913 2, 1, 972 906 1, 469 910 

824 829 1, 169 816 1,407 

76 901 91 92 105 

6, 8621 6, 2501ι川三6411ぃ5716,466 

（決算）

14 15 昭和 2 3 4 5 

14.9 18.4 14.8 17. 6 18.4 18.3 

11. 8 13. 5 11. 9 13.9 14. 1 13. 5 

1. 3 2. 7 2. 1 3. 2 3. 2 4. 1 

1. 8 2. 2 0. 8 o. 5 1. 1 o. 7 

22.4 24.8 27. 7 32.6 31. 2 30.9 

2.3 2.8 3.0 3. 5 2.9 3.0 

2. 7 3. 2 3. 1 3.9 3.4 3.6 

17.4 18.8 21. 6 25.2 24.5 24.0 

0. 3 0. 3 

42.5 32.2 31. 7 16. 1 22.4 14. 1 

12.0 13. 1 13.3 20. 7 12.4 21. 8 

1. 1 1. 6 1. 4 1. 6 1. 4 1. 6 

100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 

報告罰金を含む。

ラ84第一次大戦後のネq1戸第三主主



第四節 7行財政の構造とその変化

表 152 市財政収入の構成

~主主！大正 sJ 9 I 10 I 11 I 12 I 13 
税（区税を含まず） 167 266 534 611 859 

137 195 336 379 538 622 638 613 837 

過年度 30 71 198 232 266 268 186 193 99 

i尺都市計磁＊ 55 53 56 48 93 

使用料・手数料 91 366 594 808 1, 097 1,224 1, 251 1,323 1, 457 

18 50 86 108 117 116 148 

内水道 73 83 99 121 131 136 159 177 181 

訳 電気芸評業 - 251 477 637 880 980 号75 1, 030 1, 128 

その他

公使（合借入金）I 471 501 1,631 643 

繰越令 257 264 375 515 918 

E思！・県補助

その他共合計i開 l3, 6761 2, 366j m刊叩1215，叫 4,5201い叫 4,315

向上百分比（%）

~丘町大正sl 9 I 10 I 11 I 12 I 13 
21. 6 16.9 

内l過当都年位『日度 15.3 
5. 3 14. 2 13. 4 10.6 12. 2 14. 1 14. 0 19. 4 

度 3.3 1. 9 8. 4 8.2 5. 2 5. 3 4. 1 4. 4 2. 3 

訳 計画＊ ー 1. 1 1. 0 1. 3 1. 1 2. 1 

使用料・手数料 10. 1 10.0 25. 1 28.5 21. 6 24. 0 27. 7 30. 2 33. 8 

2.0 0.9 0.8 1. 8 1. 7 

内水道 8. 1 2. 7 3. 5 4. 0 4. 2 

6. 8 20. 1 22. 5 17. 3 

その｛也

公一金）I「66.:1「ペペペペ 15.:1 4. 1 繰 越金 28.6 7. 15. 8 18. 2 18. 1 22. 3 27. 8 22. 26. 0 

国・県補助金 2. 7 0. 1 5 2. 3 1. 3 1. 4 1. 61 2. 1. 2 

その他共合

（桟） lji佼未満は四捨五入したので，合計があわない場合もある。 本受益者負強を含む。紳J器r品収入金・
資料：叩＼1戸市統計議a

ラ8ラ 際5た総N 近代・現代



(lj¥{j立：万i司）jlf財政収入の構成（決算）表 153
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守
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門
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44 
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44 

6 

38 
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46 

13 
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117 

39 

4 

35 

272 

43 

11 

41 

112 

37 

3 

34 
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40 

13 

明治40

97 税 （合区'fl()

内 J当年度

訳 t過年度

使用料・手数料

内 （f行 設
訳 l水道

公債〔合借入金〕

繰 越金

l認・ j果補助金

640 510 354 354 599 542 380 379 その他共令計

次
に
注
目
す
べ
き
は
公
債
収
入
比
の
大
き
ざ
で
あ
る
。
公
伎
は
第
一
次

大
戦
前
に
も
発
行
さ
れ
た
が
、
大
正
八

1
昭
和
四
年
度
平
均
で
は
総
収
入

の
約
四
分
の
一
な
公
債
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
使
用

料
収
入
の
源
泉
で
あ
る
市
営
事
業
収
入
お
よ
び
公
債
の
も
つ
意
味
を
中
心

に
市
財
政
を
検
討
し
よ
う
。

cr:n 単位米満は凶捻Ji入したので合計があわない治合もある。

市財政収入の構成百分比の比絞
(lド｛な：%）

表 154

16.6 

27.5 

2.6 

3.3 

21. 6 

24.3 

18.0 

1. 5 

26. 5 

10.8 

1. 3 

9.5 

32. 5 

9.3 

2. 7 

税

使用料・手数料

！市費水道

電気卒業

公 {i'( （合借入金）

繰越金

悶・県補助金

100.0 100.0 その他共合計

ぅ86第一次大戦後の利Ip第三家



2 

電
気
事
業
費
と
水
道
事
業
費

電
気
事
業
費

市
営
事
業
収
入
の
主
な
源
泉
は
、
電
気
事
業
と
水
道
事
業
で
あ
っ
た
。

大
正
六
年
に
神
戸

電
気
株
式
会
社
の
事
業
を
二
一
一
六
二
万
円
（
軌
道
事
業
九
一
二
万
円
、
電
気
供
給
事
業
一
二
二
六
万
円
）
で
資
収
し

た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
電
気
事
業
収
入
（
奈
川
）
を
み
る
と
、
ま
ず
買
収
年
度
を
除
、
き
大
正
七
年
度
か
ら
昭
和
四
年
度
ま
で
に

総
収
入
は
八
八
一
万
円
か
ら

四
万
円
へ
と
一
一
・
六
倍
に
増
大
し
た
が
、
使
用
料
収
入
は
四
七
七
万
円
か
ら

六

O
九
万

門
へ
と
一
一
一
・
四
倍
に
な
っ
た
。
そ
し
て
建
設
費
累
計
に
対
す
る
使
用
料
収
入
比
（
表
問
）
を
み
て
も
、
大
正
七
年
度
の
一
一

0
・
四

%
か
ら
昭
和
四
年
度
の
一
一
一

0
・
四
%
へ
と
増
大
し
、
電
気
卒
業
は

応
順
調
に
伸
び
て
い
っ
た
。

こ
の
内
訳
な
み
る
と
、
電
灯
料
は
一
一
一
一
一
一
万
円
か
ら
五
一
一
八
万
円
へ
と
ニ
・

に
、
電
力
（
動
力
用
）
料
は

間
万
円
か

rl1財政の鍛造とその変化

ら
四
六
一
万
円
へ
と
四
倍
に
、
電
車
賃
は
一
五

O
万
円
か
ら
五
九
一
一
一
万
円
へ
と
凶
倍
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
わ
け
で
、
電
気
事
業
収
入
は
市
財
政
最
大
の
収
入
源
と
な
り
、
市
費
（
一
般
会
計
）
や
都
市
計
画
事
業
費
へ
の
財
政

補
給
（
繰
入
金
）
を
行
う
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
詳
細
を
み
て
み
る
と
電
気
事
業
経
営
も
決
し
て
楽
観
を
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
原
因
の

つ
は
、

業
拡
大
の
た
め
に
募
集
さ
れ
た
公
債
の
償
還
が
年
々
増
加
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。

出
と
表
出
か
ら
公
使
収
入
と
公
債
費

第四節

（
公
債
元
利
償
還
設
）
を
抽
出
し
て
比
較
し
て
み
る
と
（
表
虫
、
大
正
十
一
一
一
年
度
か
ら
は
公
債
収
支
は
一
貫
し
て
赤
字
に
な
っ
て
お

り
、
大
正
ム
ハ
J
十
二
年
度
の
支
出
累
計
九
三
一
一
一
一
一
万
円
に
対
す
る
公
銭
授
累
計

六
一
一
一
五
万
円
が
一
七
・
五
%
で
あ
っ
た
の
に

近代・ 5晃代歴史言語lNラ87



対
し
、
大
正
十
一
一
一
J
昭
和
四
年
度
の
そ
れ
は

｛意

七
万
円
対
一
一
一
四
八
八
万
円
、
一
一
一
回
・

%
に
も
な
っ
た
。
公
債
費
が
電

気
事
業
経
営
を
圧
迫
し
、
財
政
硬
夜
化
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

市
霞
率
業

の
困
難
化

ム
ユ
つ
の
原
閣
は
市
電
事
業
経
営
が
、
昭
和
初
年
か
ら
悶
難
化
の
様
相
を
塁
一
し
て
き
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
神
戸

（
司
都
市
研
究
』
昭
和
八
年
一
月
号
）
は
次
の
よ
う
に
指
摘

市
電
気
局
長
石
田
太
郎
「
電
気
事
業
経
済
に
就
い
て
」

し
た
。

我
閤
大
都
市
に
於
け
る
路
間
電
車
事
業
が
既
に
行
詰
っ
て
居
る
と
一
広

ふ
こ
と
は
、
夙
に
議
論
さ
れ
来
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
近
年
に
一
会
つ

こ
そ
あ
れ
、
年
々
歳
々
不
掠
の
途

＊
$
こ
と

を
辿
り
つ
L
あ
る
こ
と
は
放
て
統
計
に
倹
つ
ま
で
も
な
く
泊
に
顕
著

て
は
大
都
市
の
総
て
が
程
度
の

(J.jt位：万円）

15 5 

1, 537 
532 
438 
30 
536 
17 

196 
450 

4 

1,609 
528 
461 
27 
593 

3 

1, 427 
518 
341 
23 
545 

昭和 2

1,345 
483 
306 
19 

536 

1, 277 
462 
299 
16 

501 

320 
289 369 348 

919 
364 

2,274 

100.0 

67.6 
23.4 
19. 3 
1. 3 

23.6 
0. 7 
8.6 
19.8 

2, 

100. 

(lji{立．万円）

13 14 15 昭和 2 3 4 5 

2,389 2,478 2,626 2,696 2,835 2, 936 3,045 

698 742 777 808 882 1, 016 1, 001 

29.2 30.0 29.6 30.0 31. 1 34.6 32.9 

1, 992 2,074 2, 111 2, 160 2,209 2,350 2,506 

430 449 501 536 545 593 536 

21. 6 21. 6 23. 7 24‘8 24. 7 25. 2 21. 4 

4,381 4,552 4, 737 4,856 5,044 5, 286 5,551 

1, 128 1, 191 1,278 1,344 1, 427 1, 609 1,537 

25. 7 26.2 27.0 27. 7 28.3 30.4 27. 7 

収入の比較

ラ88第三掌第一次大戦後の:/111戸



第四節 7行財政の構造とその変化

表 155 電気事業資歳入（決算）

7 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 4 
～～～i 

用 宗十 ヴ1「l十91124 21 273 375 412 400 394 428 446 
42 11 176 224 254 211 239 270 296 

訳電熱
電車 851 1501 1871 2811 3141 3641 3971 4301 449 

乗合自動車収入
市

: 12,3~1 550 

繰 越 21 21 95 453 266 144 236 

その他共合計 I2. s吋 叫し7司刊11 1, ml 1, ssol山 212, 039 

同上否分i七（%）

佼 用 料 9. 7 54. 1 76. 2 49.6 57. 1 
4.8 24. 2 32. 7 21. 1 24.0 
1. 6 12. 9 21. 1 12.6 14.8 

訳電熱
電車 3.3 17.0 22.4 15.8 18.3 

予定合自動率i収入
可子 fW 90. 1 41. 7 18. 7 42. 7 13.4 

繰 越 金 2.4 2. 5 5.4 26.4 

その他共合計 100.0 100.C 100.0 100.0 100. 0 

(tJ:) 単位未満は閉捻五人したので合計があわない場合もある。

資料：＇fl¥1戸市統計：'i!if,

70.0 58.4 
29. 2 25. 0 26.5 21. 9 
15. 4 15. 1 16.8 14.S 

26.5 25. 1 26. 7 22.0 

5. 8 22. 2 27.0 
19.4 9. 1 25. 7 11. 6 

100.0 100.0 100.0 100.0 

表 156 電気事業建設費累計と使用料

主主髭
大正G 7 8 9 

羽 目

1,351 1, 393 1, 458 1,614 

'11¥'. 使用料収入B 166 327 450 599 

気 ~xlOO % 12. 3 23.5 30.9 37. 1 

912 941 958 1, 291 

電使用料収入B 85 150 187 281 

率 ix100 % 9.3 15. 9 19. 5 21. 8 

2,263 2,334 2,416 2,905 

使用料収入B 251 477 637 880 

計 ~x 100 % 11. 9 20.4 26.4 30.3 

（注） 主i位：未満は凶捻五入したので合計が合わない場合もある。

資料・神戸市電気局 F市営二十年史a，叩fl戸市統言十議』

589 

10 11 12 

1, 974 2,057 2, 159 

666 611 633 

33. 7 29.8 29.3 

1, 595 1, 767 1, 871 

314 364 397 

19. 7 20.6 21. 2 

3,570 3,824 4,030 

980 975 1, 030 

27. 5 25.5 25.6 

E主史編N 近代・ 1定代



も
た

な
事
実
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
減
収
は
何
に
依
っ
て
諮
ら
さ
れ
た
か
と
云
ふ
に
、
外
来
的
原
因
と
し
て
は
財
界
の
継
続
的

不
況
と
、
自
動
車
及
高
速
度
交
通
機
関
の
進
出
で
あ
り
、
内
十
化
的
の
も
の
と
し
て
は
、
均

料
金
制
の
欠
陥
、
建
設
其
の

（決算）

12 13 14 15 I協和 2 3 4 5 

76 87 95 109 116 106 107 110 

278 265 273 321 403 471 539 534 

167 172 187 190 198 195 196 190 

79 76 72 79 77 77 75 69 。 13 

623 644 665 737 853 895 964 962 

168 167 132 87 92 170 250 261 

63 63 76 61 59 61 56 53 

3 110 。
17 1 72 I 15 

46 

35 15 53 74 124 141 119 

273 345 783 1, 277 313 337 434 348 

544 733 1, 009 1,553 556 707 901 851 

1, 166 '377 '675 2, 291 1, 409 1, 601 1,865 1, 813 

6.5 5. 7 4.8 8. 2 6.6 5. 7 6. 1 

23.8 19.3 16.3 14.0 28.6 29.4 28.9 29.4 

14. 3 12. 5 11. 2 8. 3 14.0 12. 2 10. 5 10.5 

6.8 5. 5 4.3 3.4 5.4 4.8 4.0 3.8 

0.0 0. 9 

53.4 46.8 39. 7 32. 2 60. 5 55.9 5 7 53. 1 

14.4 12. 1 7. 9 3.8 6. 5 10.6 13.4 14.4 

5.4 4. 6 4.6 2. 8 4. 2 3.8 3.0 2.9 

0.3 8.0 0.0 

1. 4 0.0 3. 1 1. 0 

2. 5 

2. 6 o. 9 2. 3 5. 2 7. 7 7.5 6. 6 

23.4 25.0 46.8 55. 7 22. 2 21. 0 23.3 19.2 

46.6 53. 2 60.3 67.8 39. 5 44. 1 48.3 46.9 

100. 0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 

H
U
 

l
 

成

金会計へ繰入れ。ネ 3 tぷiii号hilli!Jl業1~へ繰入れ。
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子行財政の機造とその変化第四節

設

50 

表 157 精
米

11 

72 

292 

14号

83 

0 

~I 

59 

232 

119 

79 

0 

気

10 

ιp 
t也

0

0

4以
内

U

n
w
J
r
n
u
 。

617 

197 

59 

9 

17 

502 585 

45 

4 

152 

2, 135 

0 

128 

4. 4 

47.3 

9.2 

5.8 

0.0 

6 

0.4 

16.0 

4. 8 

0.8 

l. 4 
設

1誌t~針ι北計はお~lcm l万円米お誌は思捻五入したので合計があわない場合もある。＊l Iii綴終入＇／！lを合む。＊2 Hli品資

資料：明｛戸市統計性s

44.3 

16.0 

4. 1 

0. 7 

7.9 

2.6 

3.2 

給 ＇ r1l'. 費

T行政への繰入費

そ の 他 共 計

買収毅
電気鉄道新設改良！（l｛制

定気供給設備投

定力電灯設備投

発電所拡張授

受電設備投
来合自効率創設！｛！（

繰入金

公 fi't 投

の

事務費

発電・変電所設
運輸 't'(

給泡致
rff't'kへの繰入費

の

買 収費

電気鉄道新設改良認知

電気供給設備費

電力’111'.灯設住Ii波
発泡所拡張費

受電設 vtt~ 
乗合自動車創設費
繰入金

公｛完投

その

11ii活

H寺

（万円）

!j'.)( 

経
常
設
（
%
）

一
2
・一

7
ρ

今

L

n

u

J

ハ
U

3.3 

5. 3 

o. 5 

5.0 

臨

II寺

（

um）
 

近代・現代際世ミ謀議Nラ9r



げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

他
に
要
す
る
資
本
の
巨
額
な
る
こ
と
及
都
市
行
政
広
域
の
拡
張
其
の
他
に
伴
ふ
路
線
の
延
長
に
因
る
経
農
の
附
膨
張
等
を
挙

従
来
、
都
市
交
通
機
関
と
し
て
は
路
面
電
車
が
独
り
王
賎
な
占
有
し
、
均

料
金
制
の
簡
便
単
純
さ
と
其
の
特
性
と
す

る
所
の
大
量
輸
送
と
を
以
て
、
年
々
増
大
し
行
く
都
市
交
通
最
安
適
当
に
按
配
し
つ
L
緩
め
て
顕
調
な
る
発
達
を
遂
げ
つ

(i¥i｛立：万円〕

196 

348 

-152 

4 

320 

434 

-114 

337 

-337 

313 

-313 

公債費支出

13 15 

919 

1, 277 

-358 

14 

550 

783 

-233 

345 

-345 

L
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
大
正
十

の
関
東
大
震
災
を
一
転
機
と
し
て
、
急
角
度
を
持
っ
て
市

街
交
通
界
に
現
出
し
来
っ
た
タ
ク
シ
ー
、
乗
合
自
動
車
の
大
衆
化
と
共
に
、
郊
外
電
車
の
都
心
乗

入
と
相
倹
っ
て
高
速
度
電
車
が
漸
次
具
体
化
す
る
に
査
り
、
弦
に
路
面
電
車
は
其
の
膨
張
せ
る
建

設
費
と
開
力
性
を
欠
如
し
た
料
金
制
を
保
持
し
た
ま
L
、
従
来
の
独
占
的
地
位
よ
り
退
去
す
る
の

(tj＼｛士．万円）

14 15 ｜昭和 2 3 4 5 

188 197 191 219 225 230 

11 11 431 77 235 

90 110 72 297 136 296 

334 358 740 636 638 571 

(t詳｛SL：万円）

14 15 昭和 2 3 4 5 

88 82 88 78 83 100 

2 104 235 218 102 132 

6 23 33 44 48 66 

124 74 82 159 107 126 

224 287 443 501 343 467 

(lliも.＇L:%) 裂の割合

5 

14. 1 

27.0 

4 

14.0 

31. 2 

3 

8. 8 

31. 7 

昭和 2

7. 4 

18. 5 

15 

8.0 

25.8 

2. 7 

55.4 

14 
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第四節 「官財政の構造とその変化

表 158 電気事業経済における公債収入と

大正6 7 8 9 10 11 12 

2,330 156 I 351 

81 428 150 231 220 252 273 

2,249 -61 : 6 527 10 -172 78 

（お：） 単位未満は四捨五入

表 159 水道後・水道拡張授の歳入

5 6 7 8 9 10 11 ～九、

使 用 料 73 83 99 121 131 136 159 

悶庫補助金 15 15 16 32 32 32 32 23 

I有 !fit 200 100 49 122 

繰 越 金 237 210 187 113 115 86 I 196 I 139 

その他共合計 547 329 342 293 369 I 304 I 431 I 435 I 358 

（おミ） 単｛立来溺は阻捻Ji入

表 160 水道後・水道拡張授の歳出

～項～～目九～～～年～度～ i大正5 6 7 8 9 10 11 12 13 

事務・維持・給水費 20 31 63 66 99 103 97 95 91 

拡 張卒業費 253 130 90 28 81 42 26 

市夜繰入金 。。。。。。。。＊ 86 

'.L子ょ、、 償 費 64 75 74 83 86 114 94 168 87 

その他共合計 337 237 229 178 272 219 234 292 268 

（注） t別立来総は四捻五入。 ＊うち 4万円は市viへ82万円は都市計i商事主主役へ繰入れ

表 161 水道主主.7.K滋拡張主主に占める市費への繰入金・公債

51 6 8 9 I 10 I 11 I 12 : 13 

~： ~ I山ぷ｜ぷ｜山ぷ 14；：；；山ぷ
（法） ＊都市計日商事議後への線、入れを含まず

う93 際史編N 近代・現代



円万

2

万人

40 
五
二
八
円
）
、

一
九
六
六
円
）

と
こ
ろ
が
、

九
七
キ
ロ
、

30 

20 

昭和3 4 5 6 7年

関 26 T!J't[ 1 f3平均乗客数・収入の推移

実
際
、
神
戸
市
に
お
い
て
も
、

や
む
な
き
情
勢
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

一
日
平
均
乗
客
数
は
、

昭
和
一
一
一
年
度
の
一
一
一

O
万
一
一
一
四
回

O
人
を
ピ

i
ク
に
四
年

度
日
二
八
万
一
一
一
七
七
九
人
、

五
年
度
l
ニ
五
万
七
九
七

五
人
（
市
バ
ス
乗
客
数
を
加
え
る
と
二
六
万
六
五
六
九
人
）
、

六
年
度
H

一
一
二
万
七
七
五
七
人
（
向
二
四
万
二
一
一
六
二
人
）
、

減
り
、

七
年
度
目
ニ
二
万
三
一
一
九
人
（
同
二
一
一
一
万
九
四
五
二
人
）
と

一
日
一
平
均
収
入
も
昭
和
四
年
度
日
一
万
六

（
市
バ
ス
収
入
を
含
め
る
と
一
万
五

ニ
閉
山
内
を
ピ
！
ク
に
五
年
度
H

一
万
間
六
九
二
円

130 

七
年
度
H

一
万
二
二
一
ニ

O
門
（
同
一
万

へ
と
減
少
し
た
（
関
め
）
。

一
日
平
均
運
転
キ
ロ
数
は
、
昭
和
一
一
一
年
度
日
四
万
五
六

九
キ
ロ
、

四
年
度
1
四
万
六
六

ハ
年
度
目
一
万
二
八
四
八
円
（
同
一
万
四
一
二
三
二
門
）
、

五
年
度
1
四
万
七

O
六
九
キ
ロ
（
バ
ス
を
含
め
る
と
五
万
人
間
一
一
一
四
キ
ロ
）
、
六
年
度
1
凶
万
七
八

九
一
キ
ロ
（
同
六
万
九
六
一
一
一
八
キ
ロ
）
へ
と
用
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、

一
日
平
均
運
転
一
キ
ロ

当
り
の
運
賃
収
入
は
、

凶
年
度
日
一
ニ
五
銭
、

五
年
度
目
一
一
二
銭
（
バ
ス
を
含
め
る
と
二
七
銭
）
、
六
年
度
目

七
銭
（
間
二

O
銭
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
効
率
が
著
し
く
低
下
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
電
気
事

(l科1¥1::Jjl司）を慈しヲ＇＂、t~額

5 4 

142 

3 

141 

昭和2

103 115 

15 
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業
収
入
か
ら
の
市
費
（
一
般
会
計
）
へ
の
繰
入
金
は
、
大
正
十
四
年
度
の
一
五
万
円
か
ら
一
貫
し
て
塙
大
し

昭
和
四
年
度
に
は

間
一
万
円
に
達
し
、
電
気
事
業
歳
出
の
七
・
五
%
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

水
道
事
業
融
資

水
道
事
業
の
使
用
料
収
入
（
表
問
、
t
表
山
）
も
、

大
正
五
年
度
の
七
一
一
一
万
円
か
ら
昭
和
問

年
度
の
二
二
五
万
円
へ
と
一
ニ
・

倍
の
伸
び
を
示
し
た
。
防
次
用
料
収
入
か
ら
事
務
・
維

持
・
給
水
質
な
ど
経
常
経
費
を
除
い
た
純
収
入
も
、
大
正
九
・
十
年
度
に
若
干
の
減
少
を
み
た
も
の
の
、

全
体
と
し
て
は
順
調
な
伸
び
を
示
し
大
正
五
年
度
の
五
一
一
一
万
円
か
ら
昭
和
四
年
度
の
一
間
二
万
円
へ
と
仲

び
た
。
こ
の
累
計
額
は
一

O
九
七
万
円
で
、
こ
の
中
か
ら
水
道
拡
張
費
に
一
一
一
五
二
万
円
を
繰
入
れ
た
が
、

そ
れ
は
拡
張
費
累
計
額

二一二

O
万
円
の
二
九
M
P

に
あ
た
っ

市
政
と
都
市
計
闘
史
へ
も
一

四
四
万
円

を
繰
入
れ
た
。
市
費
へ
の
繰
入
れ
は
大
正
十
一
一
一
年
度
か
ら
年
々
噌
え
続
け
、
そ
の
額
は
水
道
技
・
水
道
拡

張
費
歳
出
の

0
・
一
二
%
（
大
正
十
二
年
度
）
か
ら
一
回
形
（
昭
和
四
年
度
）
へ
と
急
増
し
た
の
で
あ
っ
た
。

市財政の構造とその変化

3 

都
市
計
画
事
業
費

都
市
計
画
事
業
費
の
年
度
別
歳
出
入
は
表
出
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
期
別
に
み

第
一
期
・
第

二
期
事
業
稜

た
も
の
が
表
別
で
あ
る
。

第四節

第
一
期
事
業
は
当
初
大
正
八
・
九
両
年
度
で
遂
行
す
る

で
あ
っ
た
が
実
際
に
は
十

か
り
、
そ
の
間
四
回
も
予
算
変
更
が
行
わ
れ
た
。
事
業
が
繰
延
べ
に
な
っ
た
結
果
、
国
庫
補
助
が
増
加
し

で
か

水道夜中使用料収入から経常経費（IJ¥＇.務・維持・給水 'l!()表 162

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 度年

100 90 82 62 33 32 55 36 52 額金

近代・現代日置5た繍N

(t主） 単位来総は凶捻]i入

595 



た
ほ
か
、
十
一
一
一
年
度
か
ら
は
受
益
者
負
担
金
を
徴
収
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
支
出
の
方
は
、
公
凶
浪
費
・
繰
越
金
を
除
き
一
四

O
七
万
円
で
、
物
価
低
落
な
ど
の
原
因
に
よ
っ
て
当
初
予
算
よ
り
約
八

O
万
円
を
節
約
し
た
結
果
と
な
っ
た
。

第
二
期
事
業
は
、
都
市
計
踊
事
業
担
当
者
奥
中
高
代

の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
第

期
事
業
の
終
り
唄
は
金
が

H
ダ
ブ
μ

つ

い
て
悶
る
程
の
状
態
で
、
此
の
勢
い
に
乗
じ
て
第
二
期
事
業
が
計
爾
せ
ら
れ
た
」

（
「
神
戸
都
市
計
磁
の
過
去
及
将
米
（
其
ニ
）
」
『
都

市
研
究
』
昭
和
五
年
十
二
月
号
）
の
で
あ
る
。
第
二
期
事
業
の
特
色
は
、
公
債
償
還
を
重
視
し
て
予
算
編
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
第
一
期
事
業
の
残
念
か
ら
第
一
期
事
業
公
債
償
還
金
を
差
引
い
た
も
の
を
繰
越
金
と
し
、
特
別
税
・
悶
庫
補
助
金
も
大

正
十
問
年
度
分
の
み
を
予
算
に
計
上
し
、
他
は
償
還
財
源
と
し
た
。
ま
た
電
気
事
業
費
か
ら
の
繰
入
金
を
計
上
し
な
か
っ
た
の

も
償
還
に
充
て
る
つ
も
り
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
水
道
費
か
ら
の
借
入
（
利
子
六
形
）
も
市
中
金
利
高
の
た
め
な
る
べ
く
公
償
発

行を抑えるためのものであった。

15 ｜昭和2j 3 4 5 

19 19 19 13 12 

305 106 321 

55 37 19 29 28 

5 5 6 6 6 

27 9 8 8 7 

23 23 5 15 16 

81 9 7 41 19 

23 23 23 140 170 

23 23 23 140 145 

-1ネI 25 

40 255 183 1s2 1 125 

544 394 379 421 726 

94 73 54 153 262 

177 119 126 130 294 

289 211 198 296 569 

3.5 4.8 5.0 3. 1 1. 7 

56. 1 27.9 44.2 

10.0 9.4 5. 0 7. 0 3.8 

1. 0 1. 3 1. 5 1. 4 0.8 

4.9 2.2 2. 1 1. 9 1. 0 

4. 1 5.8 1.41 3.6 2. 1 

14.8 2.4 1. 7 9. 7 2. 7 

4. 3 5.9 6. 1 33. 1 23.4 

4. 3 5.9 6. 1 33. 1 3.4 

7. 3 64. 7 48.3 43.2 17. 2 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

32. 7 34.3 27. 3 51. 7 46.0 

61. 5 56.4 63.5 43.8 51. 6 

100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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第四節 前財政の構造とその変化

表 163 都市青j・阪本業費歳入・歳111（決算）

一項一一目一～～～一一一～年一一度一｜大正8 9 10 11 12 13 14 

悶席補助金 5 7 8 16 21 

市 {jtf 373 344 135 191 100 1, 021 

歳
都市計限特別J税 55 53 55 48 52 57 

（地税割
5 5 5 5 5 

i村営業(J仮設）税割 28 29 22 26 30 

家庭税 17 20 21 21 22 22 

道路工事授受益者負担金 40 64 

入 繰 入 金 9 120 132 57 117 

｛：気持費より
107 122 57 35 

万 内 ~Ji'. より 9 13 10 
円

送費より 82 ） 

線 越 金 28 57 33 189 203 

その他共合 計 9 552 568 322 365 525 1,389 

歳出
道路改良主主 9 513 498 277 165 308 169 

公佼設 *21, 162 

同
その他共合 計 9 524 510 289 176 322 1, 349 

国庫補幼金 0.9 2. 2 2. 2 3. 1 1. 5 

ii!t 67.5 60.6 42.0 52.3 19. 1 73.5 

都市計商特別税 9. 9 9.3 17. 1 13. 2 10.0 4. 1 
首交 0.9 0.9 1. 7 1. 5 1. 0 0.4 

内営 業(JI又議）税割 5.8 4.9 9. 1 6.0 4.9 2. 2 

家庭 税 3.2 3.5 6.4 5.8 4. 2 1. 6 

I 道路工事授受益者負担金 7. 7 4.6 

入 繰 入 金 1100. 0 21. 7 23. 1 16.4 22.4 

｛！気事業費より
19.4 21. 4 16.4 6. 7 

（ ） ／。0ノ 内 主主より 100.0 2.3 1. 7 

送費より 15.6 

繰 1也 金 4.9 17.8 9. 1 36.0 14.6 

その他共合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

歳出
道路改良資 100.0 97.9 97. 7 96. 1 93.9 95. 7 12.6 

公 ｛Jlt 費 86. 1 

問 その他共合計 100. 0 1 0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.。
（注） 金額の単位は万円（米泌IZ!lf;!;五入），百分比は%。＊！謀本防波積立金より，＊2うち｛世主主公的政！， 020. 7 

万円

資料： f神戸市統計書if,
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大
正
九
年
以
降
一
一
J
一
一
一
年
間
は
市
中
金
利
が
古
向
か
っ
た
の
で
、
そ
の
当
時
発
行
し
た
公
債
に
つ
い
て
は
十
四
年
度
末
に
一

O

0
0万
円
の
低
利
借
替
え
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
同
年
度
か
ら
昭
和
四
年
度
ま
で
年
平
均
一
三
九
万
円
の
元
利
償
還
を
行
わ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
累
計
摘
は
六
九
四
万
円
に
達
し
、
同
期
間
の
支
出
累
計

一
一
一
二
二
万
円
の
約
五
一
一
一
%
に
も
達
し
た
。

都
市
計
樹
事
業
は
、
第
二
期
事
業
開
始
こ
ろ
を
境
と
し
て
道
路
改
良
よ
り
も
公
俊
償
還
に
費
用
を
技
ぎ
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
。
そ
し
て
第
二
期
事
業
の
終
る
こ
ろ
に
は
事
業
経
営
費
状
態
は
さ
ら
に
悪
化
し
た
。
財
政
緊
縮
の
あ
お
り
で
国
庫
補

助
金
が
年
々
減
少
し
た
上
、
都
市
計
略
特
別
税
も
深
ま
る
不
況
の
中
で
減
税
せ
ざ
る
を
え
ず
、
大
正
十
五
年
度
に
は
五
五
万
円

で
あ
っ
た
も
の
が
昭
和
ゴ
一
年
度
に
は
約
二

O
万
円
に
減
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
大
正
十
五
年
度
か
ら
三
年
間
、

年
二
一
一
一
万
円
を
繰
り
入
れ
、
昭
和
四
年
度
に
は
一
凹

O
万
円
を
繰
り
入
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
足
り

な
い
分
は
昭
和
一
一
一
年
度
か
ら
始
ま
る
第
三
期
事
業
の
収
入
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
奥
中
は
こ
の
こ
と
を
「
彼
の
電
鉄
会

社
が
新
線
の
建
設
費
で
配
当
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
所
謂
蛤
配
当
な
や
る
十
ゃ
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
同
）
と
述
べ
て
い
る
。

第
一
一
一
期
率
業

計
簡
の
函
難

第
三
期
事
業
は
こ
う
し
た
財
政
状
態
の
中
で
始
め
ら
れ
た
。
奥
中
は
一
一
一
一
向
う
。

「
財
政
状
態
斯
の
如
し
。
此
の

上
吏
ら
に
第
一
一
一
期
事
業
を
起
す
と
言
う
の
で
あ
る
。
財
源
と
し
て
は
特
別
税
の
増
税
は
云
ふ
に
及
ば
ず
、
土

地
増
側
税
の
如
き
一
新
税
ま
で
予
想
し
、
架
需
の
財
源
ま
で
見
込
ん
で
計
回
し
た
の
で
、
借
金
に
は
ホ
ト
／
＼
こ
り
て
市
債
を
綴

勾戸、、
J
一

山
一

ry

～一

A
寸

J

一
昨
山
川
子
乙
一
々
jr

y
一計山
H
d
H一
手

．「平一

位
一
敗
i

一

’3
－司会合，今、
υ
一

、1
7

ニ
1

・一
L

（

i
i
rー

一
一
一
ポ
小
一
↑
て

刀口一

第作一

58 

0 

端
に
少
な
く
し
て
予
算
が
立
て
ら
れ
た
の
で
あ

129 

468 

414 

219 

1,288 
持3

る
」
（
向
）
。

第
一
一
…
期
事
業
予
算
の
う
ち
確
実
な

も
の
は
電
気
事
業
費
か
ら
の
繰
入
金
と
受
益

者
負
担
金
の
み
で
、
国
康
補
助
金
二
一
九
万
円

ラ98第三章第一次大戦後の神戸



rliM政の構造とその変化第四節

都市計図iz評議 :ftJl別収支表 164

期業司王

設：

1, 372 

168 

161 

70 

429 

78 

82 

267 

117 

決1手

645 

*I 19 

80 

335 

キI 10 

82 

94 

24 

予科・
71~ 

1, 951 

264 

40 

354 

1, 142 

108 

決

1, 735 

207 

33 

336 

1, 042 

75 

当初予算

l奴

入

1, 489 

41 

336 

1, 052 

50 

日

総 額

特別j 税

受益者負担

電気事業費より繰入

市 fi't
悶 路 補 助

水道設より借入金

繰越金

雑収入

項

678 

21 

15 

ホ2 431 

201 

26 

1,354 

28 

25 

277 

267 

道路改良資

際費負担

調 主主 投

公債費

繰越金

水道設への返済

支

出

の
予
算
計
上
は
財
政
難
の
折
か
ら
、
初
め
か
ら

ctJJ lji佼米泌は四捨五入，＊ l大正14年i立のみ計上， れ2j弘子？公償資1,021万河を除く，搾3不言手

資料：奥中努fl(;ーマJI戸都市計illの過去及び将来（英二）J （明lrfjJ研究』昭和5年12月号）

「
冒
険
に
す
ぎ
た
観
が
あ
る
L

と
見
ら
れ
て
お

り
、
極
力
抑
え
て
算
出
し
た
市
境
問
一
間
万
円

も
認
可
さ
れ
た
の
は
当
初
一
一
六

O
万
円
に
す
ぎ

ず
、
多
難
な
出
発
で
あ
っ
た
。
奥
中
は
や
や
絶

的一心的に、

「
予
想
通
り
に
補
助
は
さ
れ
ず
、
現

突
の
そ
れ
だ
け
は
不
足
す
る
し
、
市
佐
は
時
以
還

せ
ね
ば
な
ら
ず
、
今
や
都
市
計
画
事
業
の
財
政

は
四
苦
八
苦
の
状
態
で
あ
る
。
ど
こ
を
叩
い
て

も
金
は
出
な
い
。
借
金
は
増
し
て
手
を
つ
け
た

事
業
だ
け
は
完
成
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
借
金
を
増

せ
ば
元
利
償
還
が
増
す
い
（
向
）
と
嘆
い
た
。

郎
市
計
岡
本
業
は
第
一
次
大
戦
後
の
新
し
い

市
の
事
業
と
し
て
道
路
改
良
な
ど
そ
れ
な
り
の

成
果
な
あ
げ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
勝
ら

む
夢
ど
は
裏
腹
に
台
所
は
火
の
車
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
都
市
計
昭
事
業
は
第
一
次
大
戦
後
の

近代・ 5晃代自主災者百N599 



神
戸
市
の
夢
と
現
実
の
諦
離
を
象
徴
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

4 

市
費
（
一
般
会
計
）

の
変
化

歳
出
の
変
化

ま
ず
歳
出
（
表
出
、
表
山
）
を
み
る
と
、

総
額
に
お
い
て
大
正
五
年
度
の
一
八
一
万
円
か
ら
大
正
七
年
度
の
凶

八
年
度
に
は

ニ
九
万
円
へ
と
第
一
次
大
戦
中
に
ニ
・
一
ニ
倍
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
の
伸
び
も
す
さ
ま
じ
く
、

七
年
度
の
二
倍
、
九
年
度
に
は
八
年
度
の
一
一
倍
と
な
り
、
ピ
ー
ク
の
昭
和
二
年
度
に
は
二
七
八
八
万
円
に
も
な
り
、
突
に
大
正

(t)i位：万円）

14 15 昭和 2 3 4 5 

73 119 130 125 131 125 

35 39 40 35 41 38 

301 320 339 333 368 371 

231 241 248 243 273 275 

102 95 97 96 109 112 

72 77 78 77 89 92 

13 8 14 14 15 21 

67 37 44 42 32 33 

323 358 392 403 444 407 

983 1, 087 1, 160 1, 103 1, 236 1, 155 

64 70 42 77 123 71 

178 154 88 94 95 28 

138 89 75 95 82 115 

83 63 88 36 57 66 

41 9 14 26 28 6 

1,097 863 1, 147 526 734 340 

1,622 1,301 *3 1, ・*4 1, 155 700 

2,605 2,388 2, 788 2,308 2,391 1,855 

去
年
度
の
一
五
倍
に
も
膨
れ
あ
が

っ
た
の
で
あ
る
。

大
正
七
年
度
に
比
し
八
年
度
が

倍
加
し
た
最
大
の
原
因
は
学
区
廃

止
日
小
学
校
市
営
化
に
よ
る
も
の

で
、
七
年
度
の
教
育
費
二
ハ
万
円

は
八
年
度
に
は
一
一
五
六
万
円
へ
と

川紛貸付金 300万円

一
五
倍
に
も
な
り
、
教
育
費
の
歳

出
中
に
占
め
る
割
合
は
一
二
・
八
%

か
ら
一
一
八
・
九
%
に
も
な
っ
た
の

600 第三章第一次大戦後の神戸



7行財政の構造とその変化第四節

市Tf1i:（普通経済）歳出（決算）

五下」~ 大正5 6 7 8 9 10 11 12 13 

市 役所 費 16 18 26 43 65 68 68 69 69 

土 木 言支 5 6 14 30 38 34 34 35 30 

経 教 予寄 E空 6 8 10 146 224 244 267 299 286 

（うち小学校設） 121 184 200 213 231 219 

f釘 ~t j'.l( 19 18 35 52 78 85 95 99 98 
l九T主人I 

（うち清掃費） 8 10 16 30 50 61 69 73 72 

勧業費削 l l 2 2 3 5 6 7 11 

Z当 社会事業資 2 2 8 23 20 25 24 40 52 

F共 投 負 担 52 59 90 170 277 315 318 323 296 

その他共合計 107 121 207 491 745 840 931 934 901 

土 木 翌i 7 5 8 58 69 36 37 38 30 

臨 築 港 'fl( 21 255 191 190 146 160 

教 予ぎ 致 5 13 6 110 241 261 213 69 50 

[I寺 社会事業費＊2 。。12 83 39 20 61 52 28 

衛 ~ E空 7 19 13 8 20 25 7 6 5 

I(!{ 0 依 型i 47 42 45 53 214 108 159 191 189 

その他共合計 73 109 222 396 928 672 690 536 496 

総 181 231 429 887 l 673 512 1, 620 1, 470 l 396 

表 165

（注） kiit I未満は羽拾Ji入したので合計があわない場合もある。

ヰミ15主糸検主主百it記を含む，ネ2失業対筑波を含む，＊3うち中央卸売市場開設資 l1475PJ. ネ4うち

資料：叩ド戸市ー統計器a

で
あ
る
。
九
年
度
に
は
さ
ら
に
四

近代・5晃代

六
五
万
円
に
も
な
っ
た
。
こ
う
し

て
大
正
八
年
度
以
降
、
教
育
費
の

隆夫編N

歳
出
に
占
め
る
割
合
は
、
公
債
費

を
除
い
て
常
に
最
大
と
な
り
、
大

正
八

1
昭
和
四
年
度
の
年
平
均
で

七
%
を
占
め
て
い
た
の
で

あ
る
。神

戸
港
築
港
工
事
分
担
金
も
大

き
な
詑
霊
を
占
め
、
大
正
九
年
度

の
一
五
・
一
一
%
な
ど

i
ク
に
大
正

八
J
昭
和
四
年
度
平
均
で
八
%
に

も
な
っ
て
い
た
。

関
川
費
負
担
（
県
税
相
当
山
氏
。
県
尚
武

負
担
と
は
、
府
県
制
が
明
治
二
十
九
年

に
兵
隊
燥
に
施
行
さ
れ
、
同
燃
は
三
部
経

済
制
（
市
部
資
・
郡
部
資
・
述
州
俗
文
弁

601 



設
）
と
な
り
、
市
民
の
県
税
に
あ
た
る
も
の
は
市
が
市
税
と
と
も
に
徴
収
し
て
市
よ
り
県
に
納
め
て
い
た
も
の
で
あ
る
）
も
大
き
か
っ
た
。
大

正
七
年
度
以
前
に
比
べ
八
年
度
以
降
は
そ
の
割
合
を
減
じ
た
と
は
い
え
、
大
正
八
J
昭
和
四
年
度
平
均
で

八
%
に
も
な
り
、

教
育
費
に
次
ぐ
大
き
さ
で
あ
っ
た
。
市
内
の
事
務
・
事
業
で
あ
り
な
が
ら
市
に
執
行
機
が
な
く
県
の
事
務
・
事
業
と
し
て
行
わ

つ
の
原
悶
と
な
っ
た
。

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
県
に
対
す
る
市
の
行
政
裁
最
権
（
自
治
権
）
の
拡
大
を
目
指
す
特
別
市
制
運
動
を
誘
発
す
る
一

次
に
大
正
七
年
の
米
騒
動
を
契
機
に
注
阿
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
事
業
の
費
用
を
み
る
と
、
大
正
六
年
度
の
僅
か
一
万

冗
千
円
が
七
年
度
に
は
一
一

O
万
円
、
八
年
度
に
は
一

O
六
万
円
へ
と
急
膨
張
し
た
。
こ
の
結
果
歳
出
に
占
め
る
割
合
は
八
年
度

に
は
一
二
%
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
労
働
争
議
な
ど
社
会
問
題
の
深
刻
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
金
領
に
お
い
て
は

(111｛＇立：%）

14 15 昭和 2 3 4 5 

2. 8 5.0 4. 7 5.4 5. 5 6.8 

1. 3 1. 6 1. 4 1.5' 1.7 2. 1 

11. 5 13.4 12. 2 14.4 15.4 20.0 

8.9 10. 1 8. 9 10. 5 11. 4 14.8 

I 3. 9 4.0 3.5 4. 2 4. 6 6.0 

2.8 3. 2 2.8 3.3 3. 7 5.0 

0. 5 0. 3 0.5 0.6 o. 6 1. 1 

2. 6 1. 5 1. 6 1. 8 1. 3 1. 8 

12.4 15.0 14.1 j 17.5 18.6 21. 9 

37. 7 45.5 41. 6 47.8 51. 7 62.3 

2.5 2.9 u I 3. 3 5. 1 3.8 

6.8 6.4 3. 2 4. 1 4.0 1. 5 

5. 3 3. 7 2. 7 4. 1 3.4 6.2 

3. 2 2.6 3. 1 1. 5 2.4 3. 5 

1. 6 0.4 0.5 1. 1 1.2 I o. 3 

42. 1 36. 1 41. 1 22. s I so. 7 18.3 

62.3 54.5 58.4 52. 2 48.3 37. 7 

7.4 

26.2 

5.3 

6.3 

10.8 

18.8 

3. 7 

5.8 

8.9 

18. 5 

3. 3 

5.3 

6. 1 

14.9 

4. 7 

4.0 

10.9 

17. 1 

4. 1 

4.4 

10.6 

16. 8 

5.8 

5. 5 

602 第三議第一次大戦後の神戸



第四節 l!J財政の構造とその変化

表 166 il'i~ （普通経済）歳出決算百分比

6 8 9 10 11 12 13 
Ci ～～、～、～i

市役所 1'tI 8. 8 7. 91 6. 1 4. 9 3. 9 4. 5 4. 2 4. 7 5. 0 

土 オミ 1~ 2.8 2. 5 3. 2 i 3. 4 2. 2 2. 2 2. 1 2. 4 2. 2 

経｜教 干守 'l!i 3.3 3.6 2.4 16.5 13.4 16.1 16.5 20.3 20.S 

（うち小学校校） I 13.6 11. 0 13. 2 13. 1 15. 7 15. 7 

衛生 t'i: 10. 5 8.0 8. 1 5.9 4.6 5. 6 5.9 6. 7 7.0 

常［ （うも清締役） ! 4. 4 4. 3 4. 1 3.4 3.0 4. 1 4.3 5.0 5.2 

勧 業 l'li:*l 0.6 0.4 o. 5 0.2 0. 2 0.3 0.4 0.4 0. 8 

1'i: j社会事業技 1. 1 0. 7 1. 8 2. 5 1. 2 1. 6 1. 5 2. 7 3. 7 

県波負担 28. 7 25.5 20. 9 19. 1 16.5 20. 8 19.6 21.9 21. 2 

その他共合計 59.3 52.6 48.3 55.3 44.5 55.5 57.4 63.6 64.5 

土 木 致 3. 9 2. 3 1. 8 6.6 4. 1 2. 4 2. 3 

ぬ：i築 港 2.4 15. 2 12.6 11. 7 9.9 11.5 

教 手ま ＇｛れ( 2.8 5.6 1. 4 12.4 14.4 17. 3 13. 1 4. 7 3. 6 

i降j社会事業資材 0.0 0.0 2. 8 I 9. 4 2. 3 1. 3 3.8 3.6 2. 0 

i詩1 ダミ t'i: 3.9 8.2 3. 1 0.9 1. 2 1. 6 0.4 0.4 0.4 

設i公 {J'f !/Ii'. 26.0 18. 3 10.6 6.0 12.8 7. 1 9.8 13.0 13.6 

その他共合計 4o.1 47. 4 51. 1 44. 1 55. 5 44. 5 42. 6 36. 4 I 35. s 

主要決経常・ l臨Ii~＇総計

ニl二 木 '{'(*3 6. 7 4. 8 5. 0 12.4 21.5 17.2 16. 1 14. 9 15. 9 

教 1守 2主11(主 6. 1 9. 2 3.8 28.9 27.8 33.4 29. 6 25. 0 24. 1 

社会事業技 1. 1 0. 7 4.6 11. 9 3. 5 I 3. 2 5.3 6.3 5. 7 

'{'( 14. 4 16. 2 11. 2 6.8 5. 8 7. 2 6.3, 7.1 7.4 

（お：） *I 5主糸検笠fiJ1t~を合 IJ' *2 9ミ淡k'！筑波を含む *3 i,ll主治資を含む

資料：，，神戸市統計・m」
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停
滞
的
で
あ
り
、
歳
出
に
占
め
る
割
合
は
低
下
し
、
大
正
九
J
昭
和
四
年
度
平
均
で
は
四
・
六
%
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
社
会
事
業
の
拡
大
を
求
め
る
無
産
政
党
に
活
鰹
の
場
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

公
債
の
収
支

と
こ
ろ
で
拡
大
す
る
教
育
事
業
や
築
港
事
業
な
ど
の
公
共
事
業
の
費
用
は
公
債
に
依
存
す
る
も
の
が
多
か
っ

た
。
大
正
八
J
十
二
年
度
の
間
に
教
育
公
債
は
八
七
七
万
円
、
築
港
公
民
阪
は
一
七

O
八
万
円
も
発
行
さ
れ
、

昭
和
閉
年
度
に
は
そ
れ
ぞ
れ

万
円
の
公
債
を
市
は
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、

O
一
二
万
円
、

一
五
七

（単位．万円）

12 13 14 15 昭和 2 3 4 s 

613 837 807 844 739 783 926 872 

35 47 47 47 48 57 70 71 

34 42 27 39 

67 99 95 95 142 141 168 149 

163 261 258 272 87 82 90 82 

10 13 11 11 25 25 26 26 

109 122 119 119 I 169 179 198 186 

I 195 250 247 258 264 295 370 354 

193 99 92 169 133 182 213 263 

89 120 132 138 153 159 147 148 

92 57 78 107 94 95 102 117 
2 I 19 59 62 91 171 248 211 

146 75 1,334 774 1,542 723 739 218 

606 377 285 307 153 320 179 317 

5 5 3 11 18 12 19 24 

1,847 1, n 2, 911 2,541 3 108 2,547 2, 708 2 271 

33. 2 4守.8 27. 7 33. 2 23.8 30. 7 34.2 38.4 
1. 9 2.8 1. 6 1. 9 1. 5 2. 2 2.6 3. 1 
1. 8 2.5 0.9 1. 5 

3.6 5.9 3. 2 3.8 4.6 s. s 6. 2 6.6 
8.8 15. s 8. 9 10. 7 2. 8 3.2 3. 3 3.6 
0.5 0.8 0.4 0.4 0.8 1. 0 1. 0 1. 1 
s. 9 7. 3 4. 1 4. 7 5.4 7.0 7.3 8. 2 
10.6 14.9 8.5 10. 1 8. s 11. 6 13.6 15.6 
10.5 5.9 3. 1 6.6 4.3 7. 2 7.9 11. 6 
4. 8 7. 1 : 4. 5 5.4 4. 9 6.3 5.4 6.5 

4.2 3.0 3. 7 3.8 5. 1 
0. 1 1. 1 2. 0 2.4 2.9 6. 7 9. 1 9.3 
7.9 4. s 45.8 30. s 49.6 28.4 27.3 9.6 

32.8 22.4 9.8 12. 1 4.9 12.6 6. 6 14.0 
0.3 0.3 0. 1 0.4 0.6 0. s o. 7 1. 1 

（決算）
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市財政の構造とその変化第四節

市政（普通経済）歳入
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液
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建
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問
持
品
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一
認

す
れ
緒
観
ず
る
ζ
と
句
と
は
殆
ど
銘
羽
一
？
覆
と
い
今
拷
阿

f
一
、
符
、
，
一
で
あ
り
、
仁
川
か
も
会
俄
努
は
艇
協
定
の
議
一
夜
焚
併
の
紋
援
に
低
気
す
る
ζ
と

一

伝

…

幸
子
宮
パ
‘
士
湾
関
棺
の
術
部
一

ELoeu－－i
v
m
2
一

一

市
は
公
債
償
還
の
た
め
に
多
大
の
支
出
を
余

儀
な
く
さ
れ
、
大
正
八

1
昭
和
四
年
度
平
均

で
歳
出
に
占
め
る
公
債
授
の
割
合
は

四
%
に
も
な
っ
た
。
市
技
歳
入
表
（
山
一
次
回
と

歳
出
表
（
表
山
）
に
よ
り
、
公
依
収
入
と
公
能

十
一
年
度
は
受
取
趨
過
で
あ
っ
た
も
の
が
十
二
年
度
以
降
支
払
超
過
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

費
を
比
絞
し
て
み
る
と
（
表
山
川
）
、
大
正
七

1

大
正
七
J
十
一
年
度
に
お
け
る
公
依
収
入
に
対
す
る
公
依
伐
の
訓
合
は

正
十
二
j
m
m和
四
年
度
で
は
八
九
%
に
も
及
ん
だ
。

「
特
別
経
済
」
を
含
め
た
市
伎
の
起
位
総
傾
も
大
正
八
J
十

度
で
光
七
一

万
円
に
も
な
っ
た
。
こ
の
た
め
大
正
十

に
三
五

一
万
円
に
述
す
る
大
規
伎
な
低
利
俗
比
九
日
え
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果

年
間
五

O
万
円
の
利
子
支
払
低
減
止
を
実
現
し

ま
た
大
正
十
五
年

度
に
は
さ
ら
に

一六

O
O万
円
の
低
利
借
終
え
が
行
わ
れ
た
。

し
公
債
は
そ
の
後
も
減
少
せ
ず
、
昭
和
四
年
度
末
に
は
約
一
億
円
の

公
武
を
抱
え
て
お
り
、
予
定
額
も
加
え
る
と
一
億
二

0
0
0万
円
に

も
達
し
た
。
低
利
借
替
え
を
し
た
と
い
っ
て
も
閉
年
度
末
の
公
伎
は

し
七、

一
一
%
で
あ
っ
た
が
、
大

(llif)L：万flJ)

15 昭和 2 3 4 コ戸

774 1,542 723 739 218 

863 1, 147 526 734 340 

-89 395 197 5 -122 

(l.lifli：：刀内）Tl'(の推移

5 4 3 昭和 215 14 13 

1, 236 11, 155 

422 I 360 

1, 103 

680 

1, 160 

481 

901 

306 

1, 658 11, 515 1, 783 1, 641 1, 508 11, 525 207 
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年
利
六
%
の
高
利
の
も
の
が
全
体
の
七
割
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
年

聞
の
利
子
は

万
円
、
こ
れ
に
元
金
償
法
額
を
加
え
る
と
九
五

万
円
に
も
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
田
年

度
の
財
政
総
歳
出
六
五
五
七
万
円
の
一
五
%
に
あ
た
っ
た
。
そ
し
て

市
財
政
総
額
の
一
一
倍
に
及
ぶ
こ
の
公
債
一
億
二

0
0
0万
円
は
、
当

時
の
市
民
一
人
当
た
り
一
一
一
八
円
、

一
戸
当
た
り
五
四
六
円
に
も
相

当
す
る
毘
側
俄
で
あ
っ
た
。

市
費
（
一
般
会
計
）
に

っ
て
考
え
る
と
、
公
債
償
還
の
た
め
の
公

債
募
集
と
い
う
悪
循
環
が
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
公
債

発
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
金
は
事
業
拡
大
に
廻
せ
な
い
こ
と
に
な

市財政の構造とその変化

る
。
臨
時
費
か
ら
公
債
貨
を
除
い
た
事
業
費
（
表
出
）
は
大
正
九
年
度

の
七
一
四
万
円
を
ピ
i
ク
に
減
少
傾
向
を
示
し
た
。
大
正
八
J
十

年
度
平
均
で
五
一
一
一
八
万
円
あ
っ
た
も
の
が
大
正
十
一
一

J
昭
和
問
年
度

平
均
で
は
間
五
八
万
円
へ
と
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
経
常
殺
は
年
々
膨
張
を
と
げ
、
そ
の
結
果
公
佐
賀
止
を
除
く

第四節

市
費
歳
出
額
は
大
正
十
一
一
一
年
度
な
ボ
ト
ム
（
成
）
に
増
大
し
た
か
ら
、

そ
の
財
源
を
「
特
別
経
済
」
か
ら
の
繰
入
金
ま
た
は
増
税
に
求
め
ざ

r!J'殺における公佼収入と公償資

14 13 12 11 10 

表 168

9 8 7 6 5 

334 

097 

75 

189 

146 

191 

306 

159 

641 

108 

451 

214 

345 

53 

95 

45 

18 

42 

237 114 -45 147 533 237 292 50 -24 

1万悶未満四捨五入(r:J.:) 

rl1!£1:経常設と公俊裂を除いた臨時表 169

12 11 10 9 8 7 6 5 

934 

345 

号30

531 

840 

564 

745 

714 

491 

343 

207 

176 

121 

67 

107 

26 

経 常 jjl(

公債授を除く臨時政

1, 279 1,461 1,404 133 計A-
日

近代・ 5晃代歴9:.i¥N

l万円未；品凶捻Ji入（主主）
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る
を
え
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

5 

繰
入
金
問
題
と
公
共
料
金
問
題

公
益
率
業
と

繰
入
金
問
題

「
特
別
経
済
」

（
表
川
、
表
山
）
、
財
源
と
な
っ
た
も
の
は
大
部
分
電
気
事
業
収
入

か
ら
の
繰
入
れ
を
み
る
と

と
水
道
事
業
収
入
で
あ
り
、
繰
入
先
は
大
正
十
一
一
一
年
度
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
都
市
計
画
事
業
費
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
市
費
（
一
般
会
計
）
が
窮
乏
し
て
く
る
と
市
費
へ
の
繰
入
れ
の
方
が
多
く
な
り
、
大
正
十
二
年
度
に
は
一
万
円
以
下
で
あ

っ
た
市
費
へ
の
繰
入
金
は
十
一
一
一
年
度
に
一
九
万
円
と
な
り
昭
和
一
一
一
年
度
に
は
一
七
一
万
円
（
そ
の
内
、
後
気
事
業
・
水
道
事
業
か
ら

は
一
四
四
万
円
）
に
も
な
っ
た
。
こ
れ
は
市
費
歳
入
の
六
・
七
%
に
当
た
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
繰
入
金
は
急
増
し
た
の
で
あ
っ
た
が
そ
れ
は
決
し
て
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
理
由
の
第
一

は

「
特
別
経
済
L

に
お
い
て
も
大
正
十
一
一
一
年
度
以
降
ほ
ぼ
一
貫
し
て
公
債
収
支
は
赤
字
で
あ
っ
た
（
表
山
）
か
ら
で
あ
り
、
公

債
償
還
の
た
め
に
使
用
料
収
入
を
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
理
由
は
電
気
事
業
、
水
道
事
業
が
公
益
事
業
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
前
出
の
石
間
太
郎

気
事
業
経
済
に
就
い
て
L

は
問
題
の
所
在
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

特
別
会
計
よ
り
普
通
会
計
へ
の
繰
入
問
題
に
就
い
て
考
ふ
る
に
、
各
都
市
に
於
て
電
気
事
業

5 

692 

796 

104 

(l詳位．万円）

4 

経
済
よ
り
年
々
一
般
市
費
に
繰
入
る
L
金
額
は
柏
当
莫
大
な
額
に
上
っ
て
賠
る
。

か
L

る
巨

額
の
繰
入
は
事
業
の
限
調
な
る
発
展
過
程
に
於
て
は
甚
だ
し
い
悪
影
響
を
溺
ら
さ
な
か
っ
た

730 

721 

9 
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市財政の構造とその変化第四節
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（訪ミ） 単位五ミt誌はIm捨五入したので合計があわない場合もある。沼気卒業 ・71'i郡司会計決苦手による。

資料：叩11戸市統計者」

76 21 134 58 107 

(Jド位：万円）「特別経済」から市費（常通経済）への繰入金表 171

3 15 14 13 12 11 10 9 8 

171 53 21 19 。。
144 

I万円未満凶捻五入

53 21 16 。。
〈注）

「特例経済」における公佼収入と公債費支出表 172

3 2 12 11 10 9 8 
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541 
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337 

346 
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334 

180 

603 

156 

232 

公債収入 A 

公佼費支出B

99 -9 204 577 一76A-B 

近代・現代f援史編rv
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夜
通
機
関
L
り
の
故
人
は

民
衆
に
分
つ
が
舘
然

特
別
曾
計
流
用
に
就
い
て
匂

務
弁
護
糊
鋒
鋭
〈
鐙
給
に
内
務

活
気
機
器
の
議
算
指
曾
終
）

一
静
戸
市
民

w命
令
書
江
主
主
主
主

3

8

J
ト
ド
証
言
応
援

一
代
嬰
£
川
口
器
削
の
』
室
、
純
一
中
中
義
男
神
判
官
吉
章
二
三
浦
き
な
い
霊
長
川

一
足
室
主
平
常
wす
た
め
鈎
に
鎌
一
線
側
主
令
さ
れ
品
銘
打

Z令
一
を
も

t
J引
い
十
行
け

一
鴻
誌
は
し
m
A
問
。

wm霊
ヰ
一
司
て
切
れ
ば
慾
い
は
C
な
い
か
一
一
夜
め
お
是
正
作
斜
配
人

一
忽
鈴
鷺
opu都
宮
崎
，
F
E
z
－
銃
一
芯
W
A
9込
ん
だ
Mr
・
－
ノ
に
な
九
や
島
て
一
議
之
今
，
ら
察
室
’
〈
人
ぜ
る
移

一
智
弘
正
一
ゐ
十
；
人
れ
と
加
・
践
的
引
い
対
尚
子
一
女
玉
県
ほ
審
判
官
役
ふ

一
副

e
p
H
z
t
f
じ
l
u
l
y

一
一
一
鵠
総
伐
｝
申
し
て
mm
級
事
れ
て
ゐ
る
一
子
誌
な

ι長？

一ト
N
同
州
内
ふ
の
れ
れ
引
討
一
昨
ゆ
い
ば
っ
時
43質
問
主
一
及
へ
た
芯

P
Z路
人
為
肢
の

一
畑
山
総
掛
町
一
総
M
M
W
M
号
制
耐
の
石
抑
制
知
山
炉
問

「交通機関よりの収入は民衆に

分つが当然」
cw又新」大正15年 2月14Fl) 

の
で
あ
る
が
、
現
夜
の
如
く
特
別
経
済
が
漸
次
逼
迫
し
つ
ム

あ
る
場
合
に
於
て
の
多
額
の
繰
入
は
事
業
の
基
礎
を
脅
か
し
、

経
営
を
議
々
困
難
な
ら
し
め
、
一
公
を
後
年
に
胎
す
も
の
と
謂

は
ね
ば
な
ら
な
い
。

此
の
問
題
は
事
業
の
経
営
経
済
に
於
て
、
収
益
主
義
を
採

る
か
実
費
主
義
に
依
る
か
の
問
題
と
し
て
論
議
せ
ら
る
L
所

で
あ
っ
て
、
最
も
興
味
深
き
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
現
今
の

我
閣
の
大
都
市
の
財
政
状
態
か
ら
、
公
益
事
業
は
収
益
主
義

税
其
他
の
公
法
上
の
収
入
に
よ
っ
て
は
実
施
す
る
こ
と
が
出
米
な
い
所
の
都
市
の
社
会
的
保
健
的
又
は
文
化
的
施
設
を
完

を
以
て
経
営
す
べ
く
、
由
っ
て
得
た
る
利
益
剰
余
を
以
て
租

写真 43

備
サ
よ
と
一
去
ふ
説
で
あ
る
。
後
者
は
都
市
の
公
益
車
業
は
実
技
主
義
に
基
い
て
経
営
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
若
し
事

業
よ
り
生
ず
る
剰
余
が
あ
っ
て
も
之
は
当
然
其
の
利
用
者
に
還
元
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
之
な
以
て
事
業
設
鰐
の
改

ふ
刑
判
或
は
料
金
の
似
下
、
げ
を
行
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
叉
社
会
政
策
的
立
場
か
ら
は
、
都
市
総
営
の
公
議

企
業
は
市
民
の
日
常
生
活
に
対
し
て
必
需
の
用
益
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
其
の
利
用
者
は
一
般
市
民
で
あ
る

に
も
拘
は
ら
ず
此
の
種
事
業
を
収
益
主
義
に
よ
っ
て
経
営
し
、
其
の
利
益
に
よ
り
租
税
其
他
の
公
認
を
以
て
当
然
支
弁
す

ベ
き
衛
生
、
保
健
、
救
設
等
の
施
設
の
費
用
に
充
用
せ
ん
と
す
る
の
は
、
担
税
能
力
含
有
す
る
階
級
の
租
税
の
軽
減
を
企

闘
す
る
こ
と
与
な
っ
て
社
会
公
疋
の
観
念
に
背
馳
す
る
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
L
な
る
と
の
議
論
も
あ
り
、
尚
又
剰
余
を

6ro 第一次大戦後の神戸第三%：



繰
入
る
L
場
合
に
、
此
の
積
金
額
は
一
援
の
開
按
税
で
あ
る
と
し
て
、
間
接
税
一
般
に
対
す
る
と
同
様
の
非
難
も
あ
る
の

で
企
め
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
な
紹
介
し
た
あ
と
、
石
田
は
、
本
来
独
立
会
計
で
あ
る
も
の
を
繰
り
入
れ
る
の
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い

と
し
つ
つ
も
、

寸
大
都
市
の
財
政
能
力
を
見
る
に
、
租
税
と
し
て
の

る
財
源
は
総
て
中
央
及
府
県
自
治
体
の
占
有
す
る

所
と
な
り
、
都
市
は
開
力
に
乏
し
い
附
加
税
主
義
の
下
に
抑
圧
せ
ら
れ
、
其
の
余
は
幾
分
の
制
限
外
諜
税
と
、
貧
弱
な
る
雑
種

税
に
拠
り
、
尚
多
く
の
財
源
を
公
債
に
仰
い
で
府
る
状
態
」
で
あ
る
の
で
、
同
種
民
間
企
業
が
市
に
納
め
る
税
額
を
限
度
と
す

る
か
、
ま
た
は
貸
借
関
係
を
設
定
す
る
か
し
て
繰
入
れ
を
せ
ざ
る
な
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
論
じ

公
益
主
義
を

め
ぐ
る
対
立

こ
う
し
た
収
議
主
義
に
も
と
づ
く
繰
入
れ
の
是
認
は
、
除
後
官
庁
で
あ
る
内
務
省
内
に
も
台
顕
し
て
き
で
お

っ
従
米
の
公
益
主
義
か

入
る
べ
し
と
い
ふ
意
見
が
内
務
省
筋
に
於
て
漸
次
台
頭
」
（
『
又

り

新
』
大
正
十
一
年
十
月
二
十
日
）
と
報
じ
ら
れ
て
い

須
磨
線
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
事

」
う
し
た
傾
向
は
、
大
正
十

市財政の構造とその変化

栄
公
債
発
行
に
あ
た
っ
て
内
務
省
が
水
道
政
剰
余
金
八
二
万
円
た
流
用
佼
よ
と
行
政
指
導
し
た
こ
と
の
中
に
現
実
に
あ
ら
わ
れ

て
い
た
。

し
か
し
、
市
設
へ
の
紋
入
額
が
治
大
し
て
く
る
と
市
会
内
で
も
繰
入
れ
反
対
の
主
張
が
ム
口
頭
し
て
き
た
。
昭
和
ニ
年
度
予
算

原
案
に
は
電
気
事
業
伎
と
水
道
政
か
ら
約
八

O
万
円
の
市
費
へ
の
繰
入
れ
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。

w

｝
れ
に
対
す
る
反
対
論
を

吋
神
戸
又
一
新
日
報
』
（
昭
和
二
年
二
月
四
日
）
は
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

第四節

今
日
の
河
特
別
会
計
の
状
態
は
負
位
も
あ
り
、
叉
な
す
べ
き
多
く
の
仕
事
を
持
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
投
ず
る
費
用
を
削
除

し
て
ま
で
も
市
授
に
繰
入
れ
る
こ
と
は
特
別
会
計
制
度
の
精
神
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
殊
に
不
人
気
な
増
税
を
避
け

近代・現代j後史綴N6n 



る
手
段
と
し
て

併是

ざま
市中
当政
局隣
が紋
向以

らで
のか

利l也間

性 2
γ ね
安ば
防！な
をど i入

計む
ら＇f~
ハu #ii 

キ肩
3 0) 

主事
プh 主主

如~
き天
t主 'fv

卑缶怯 L、
似て

まー
歪部
立？の

り納
ノ~税
で者
あの
る負
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の
加
重
を
避
け
、

（
略
）
私
営
会
社
な
ら
税
金
も
払
は
ね
ば
な
ら
ず
、
道
路
の
使
用
料
も
市
に
納
入
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
市
営
で
は
そ
れ
を

裂
し
な
い
。

そ
こ
に
市
営
の
本
旨
が
あ
る
。
即
ち
そ
れ
等
の
恩
恵
に
よ
っ
て
市
営
は
私
営
よ
り
も
料
金
が
低
減
さ
れ
、
設

備
が
改
良
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
市
当
局
（
助
役
）
の
反
論
は
、
同
紙
の
紹
介
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と

納
税
者
以
外
の
子
弟
が
無
償
で
学
校
な
ど
の
営
造
物
を
使
用
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
負
担
は
納
税
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
か
ら
、

般
市
民
の
利
用
す
る
電
気
収
入
の
剰
余
を
以
て
納
税
者
の
加
重
を
避
け
る
と
一
お
ふ
こ
と
は
、
何
事

も
中
産
階
級
以
下
の
利
用
機
関
の
収
入
で
少
数
の
納
税
者
を
助
け
る
と
一
五
ふ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
更
に
電
気
局
が
私
営

そ
れ

の
場
合
を
想
像
す
る
な
ら
ば
、
市
と
同
に
負
担
す
べ
き
金
額
は
約
百
五
十
万
円
位
に
な
ら
う
。
夫
会
｝
市
営
で
あ
る
た
め
に

五
十
万
円
伎
に
止
め
た
と
見
れ
ば
、
敗
て
市
営
の
本
田
向
を
無
視
し
た
も
の
と
も
言
へ
ま
い
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
電
気
事
業
経
済
等
「
特
別
経
済
」
の
収
支
が
、
公
法
収
支
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
悪
化
し
て
い
る
時
、
日
額
の
繰
入

れ
を
な
す
こ
と
は
、
遅
か
れ
早
か
れ
使
用
料
金
の
値
上
げ
に
結
果
せ
ざ
る
な
得
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
市
電
の
乗
車
賃
を
例
に
と
れ
ば
、
大
正
七
年
十
月
片
道
一
一
一
銭
の
均
一
料
金
制
を
実
施
し
て
以
来
、

八
年
、
九
年
と

連
続
し
て
一
銭
づ
っ
値
上
げ
し
て
五
銭
と
な
っ
た
が
、
大
正
十
五
年
、
思
税
と
い
わ
れ
た
通
行
税
（
悶
税
）
が
廃
止
さ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
料
金
は
据
え
程
か
れ
、
昭
和
四
年
四
月
か
ら
は
六
銭
に
値
上
げ
さ
え
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
電
気
局
で
は
こ
の
値
上

612 第一次大戦後の神戸第三if,:



げ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
約
九
五
万
円
を
第
一
一
一
期
線
の
公
症
の
償
還
に
あ
て
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
市
紫
へ
の
大
幅
繰

入
れ
に
よ
っ
て
水
泡
に
出
精
し
て
し
ま
っ
た
。

無
産
政
党
の
公
共

料
金
値
下
げ
運
動

こ
の
よ
う
な
料
金
据
え
置
き
ゃ
値
上
げ
に
対
し
て
は
、
大
正
期
か
ら
市
民
の
開
で
根
強
い
反
対
運
動
が

行
わ
れ
た
が
、
無
産
政
党
が
組
織
さ
れ
そ
れ
が
市
会
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
る
昭
和
期
に
入
る
と
、
公

共
料
金
値
下
げ
を
唱
え
る
無
産
政
党
に
絶
好
の
活
羅
の
場
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

普
通
選
挙
（
勢
選
）
に
よ
る
最
初
の
市
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
た
昭
和
田
年
四
月
、

日
本
大
衆
党
の
候
補
の
応
援
に
来
神
し
た

社
会
主
義
者
の
長
老
堺
利
彦
は
、
東
京
市
会
で
の
経
験
か
ら
「
無
産
党
の
議
員
が
市
会
に
出
る
と
市
民
の
生
活
費
が
安
く
な
る
」

と
述
べ
た
あ
と
、
公
共
料
金
値
下
げ
を
つ
神
戸
の
無
産
議
員
の
最
初
の
仕
事
し
に
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
こ
の
選
挙
の
後
、

日
本
大
衆
党
神
戸
支
部
は
、
六
月
の
執
行
委
員
会
で
「
ガ
ス
、
電
灯
、
水
道
そ
の
他
の
値
下
げ
運
動
を
起
す
た
め
、
直
ち
に
具

体
的
調
査
に
着
手
す
る
こ
と
し
を
決
定
し
、
社
会
民
衆
党
神
戸
支
部
も
十
二
月
の
支
部
大
会
で
「
電
灯
、
電
力
、
瓦
斯
料
金
の

rlf財政の構造とその変化

値
下
げ
に
関
す
る
件
」
を
議
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
市
営
で
は
な
い
が
公
共
料
金
に
属
す
る
ガ
ス
値
下
げ
を
め
ぐ
っ
て
無

産
政
党
の
市
会
議
員
が
市
会
で
活
躍
し
た
。
開
年
十
…
一
月
の
市
会
で
は
中
和
会
（
県
内
政
党
系
）
が
八

O
銭
値
下
げ
案
を
、
昭
和
会

（
政
友
会
系
）
・
公
友
会
（
中
立
）
が
四

O
銭
値
下
げ
案
を
提
出
し
て
対
立
し
た
。

無
産
政
党
議
員
（
当
選
時
五
名
、
の
ち
六
名
と
な
る
）

』土

円
値
下
げ
説
を
唱
え
た
が
無
産
政
党
提
案
が
否
決
さ
れ
た
の
ち
、
彼
ら
は
中
和
会
案
に
賛
成
票
を
投
じ
た
た
め
、
一
一
一
六
対

二
五
で
八

O
銭
値
下
げ
案
が
可
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
繰
入
金
問
題
は
公
共
料
金
問
題
を
よ
び
起
し
、
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
無
産

第四節

政
党
の
活
動
の
場
合
｝
提
供
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
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459 

104 

307 

245 

311 

650 

231 I 
457 

103 

302 

230 

274 

505 

165 

324 

102 

269 

162 

248 

444 

208 

394 

115 

216 

181 

6 

増
税
を
め
ぐ
る
政
治
的
対
立

税
収
入
の
構

成
と
変
化

第
一
次
大
戦
が
終
了
し
て
も
し
ば
ら
く

続
い
て
い
た
日
本
の
好
景
気
も
、
大
正

九
年
一
一
一
月
の
反
動
恐
慌
の
勃
発
に
よ
り
不
況
に
転
じ
、
そ

の
後
中
間
景
気
も
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、
概
し
て
長

続
す
る
の
で
あ
っ
た
。

期
の
不
況
に
苦
し
み
ゃ
が
て
昭
和
五
年
の
昭
和
恐
慌
に
接

（
表
出
）
。

こ
の
た
め
市
税
滞
納
者
も
大
正
九
年
度
以
降
急
増
し
た

大
正

5 

260 

200 

380 

替
促
状
発
送
人
数
と
そ
の
滞
納
税
額
は
、

(ll1{;'1: JiTI) 

4 

260 

200 

380 

464 

324 

136 

464 

324 

136 

440 

303 

123 

377 

303 

111 

431 

lJIJ税家ER税はi昭和 3 年以降災｝~/illi

6q 第一次大戦後の神戸第三主主



§1¥lgg長11 rlf財政の熔造とその変化

表 173 T!J税滞納

大II二－ 8 9 10 11 12 

後促状発送 i f人数（人） 66, 540 l 75, 815 i 97, 070 I 117, 648 l 137, 491 
金綴（円） 似印＇ 1,481, 180仰 い78刊 刊4； 山 刊1

財産主主抑 ｛ 「人数（人） 40, 790 44,800 54,802 63,483 71,863 

金額（内） 226,874 482 670 692,668 紙仰 I699, 675 

神戸市人口 （ノ、） 634,063 608,644 636,900 666, 500 694, 900 

向上大疋8i'~三度を 100 とする指数

枝促状発送｛f人数
100 114 146 i 177 207 

金額 100 217 411 I 373 387 

財段差 ~1jl 1 「人数
100 110 134 156 176 

金額 100 '1 213 305 292 308 

神戸市．人口 100 96 100 105 i 110 

対人口i七「後促状発送人数 100 119 146 169 I 188 

財産主主折l人数 100 115 134 149 160 

資料：叩fl戸市統計＇i!JJ

表 174 主要 r!f税 関 加 率

8 9 10 11 12 13 14 15 

地税附加税（宅地） 250 470 720 720 720 943 943 943 

営業(JI又益）税附力fl税 370 530 700 700 700 1, 120 1, 120 : 1, 120 

所得税関加税 280 330 176 176 176 I 234 234 234 

特別税家 E主税 70 87 I 92 92 92 I 112 112 112 

向上大正8年度を 100とする指数

地租附加税（宅地） 100 188 288 377 377 377 

営業(J奴益）税関加税 100 143 189 189 189 303 303 303 

所得税附加税 100 118 63 63 I 63 84 84 84 

特別税家庭税 100 124 131 131 I 131 160 160 160 

<tt> mnと都市計illiit~のF母方を合録。附Jx1税は本税（関税） I p:]i<:：対する本，家E主税は 1f[!l!t:対する務，特

格を規準とする。

資料： F神戸市統計忽」

615 百室史綴目／ 近代・ 5晃代



八
年
度
の
六
万
七
千
人
、
ム
ハ
八
万
円
か
ら
昭
和
四
年
度
の
ご
二
万
七
千
人
、

五
六
万
万
円
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
三
・
四
倍
、

/¥.. 

一
一
一
倍
に
も
な
っ
た
。
財
産
差
押
人
数
と
そ
の
滞
納
税
如
、
も
問
万
一
千
人
、
一
一
三
万
円
か
ら
九
万
六
千
人
、

二
O
万
円
へ
と
急

増
し
た
。
人
口
比
で
案
分
し
て
み
て
も
、
督
促
状
発
送
人
数
は
一
一
・
九
倍
、
財
産
差
押
人
数
は
二
倍
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
長
期
不
況
で
税
滞
納
者
が
増
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
述
し
た
理
由
で
市
の
財
政
規
模
は
拡
大
の
一

途
を
た
ど
っ
た
か
ら
増
税
が
行
わ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
市
税
の
附
加
率
を
み
て
み
る
と
（
表
店
、
大
正
十
年
度
の
所
得
税

附
加
税
の
間
加
来
を
除
き
い
ず
れ
の
税
目
で
も
税
率
は
あ
が
っ
た
。
も
っ
と
も
あ
が
っ
た
の
は
地
租
附
加
税
で
あ
る
が
、
地
租

は
も
と
も
と
そ
の
算
定
基
礎
で
あ
る
地
価
の
法
定
価
格
が
実
勢
地
価
と
大
き
く
帯
離
し
て
安
く
見
積
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
傾
向

900 

（単位銭）

15 昭和 2 3 4 5 

183 256 267 261 235 

431 438 449 507 467 

614 694 716 768 702 

1,383 1, 176 1, 197 1, 258 1, 139 

は
大
都
市
ほ
ど
著
し
か
っ
た
か
ら
開
加
率
の
上
昇
が
そ
の
ま
ま
重
税
化

と
は
い
え
な
い
。

（単位：万円）[7'］訳

76 

149 

115 

186 

369 

4 

6

8

4

8

5

 

円

t
〆

0

9
ゐ

Q

J

0

0

‘，ム－
a
ム
4
2
’A

勾
令

υ

3 

63 

141 

115 

179 

301 

昭和 2

53 

142 

121 

169 

287 

53 

95 

309 

119 

280 

15 

8.4 

16.6 

12.8 

20. 7 

41. 0 

100.0 

956 

7. 9 

17.6 

13.0 

20. 7 

40.3 

100.0 

802 

7.9 

17.6 

14. 3 

22.3 

37. 5 

100. 

776 

6.8 

18.3 

15.6 

21. 8 

37.0 

100.0 

5.9 

10.6 

34.4 

13. 2 

31. 1 

。

の金額

899 

616 第三章第一一次大戦後のや！!Fi



第四節 111財政の構造とその変化

表 175 主要市税（都市計画特別税を含む）収入の

8 i 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 

内ノ
U

戸、
d

ハH
フ

ハ
U
J

ハU
J

｝
戸
、
d

戸、
u
O
J
Q
J
4
i
r
z
h
v

一ιυ

今’
u
1
A

フ
白
一

nδ

弓

3
n
y
n
υ

ヮ
“
フ
ム
“
一
ハ
V’

岡、d
n
y

ハU
q
d
u
η
t

…。。

今、
υ

噌
i

今
，
“
一

0
0

ハU

門

j

4

・
O
J
f
o

一
今
4

4
4
f
O
A
V

ハU
4
1

一
〆
O

‘i
噌

i

ヲ
ム
制
一

rzo

n
U

ハU

内令
v
o
o

－－一

d仙
h

Aマ
ぷ

U
4
3
n
υ
1
A

一Q
J

今
，
“
噌
i

今’’
u

…rhu

n
u
J
n
δ

〈
U

〈
d
4
B
一
戸

D

3

4

2

0

0

一
7

2

1

2

…
6
 

rhu

”’a
戸
、
d

今、
υ

内
ノ
“
一
司
令
u

q’u
q
υ

ハU

7

・
0
0

一
nuY

2
υ
η
t
d守

A守
ハ

υ

一
ハ
uJ

4
A
巧
d

ハ
U

々

守

ハ
U

一

n，，

噌

i

e

i

一
今
δ

税

…

特

一

税

一
加

ご

計

税

税

問

税

税

一

合

川
加
税
制
制
度
一
税

い
い
附
掛
雑
家
一
同

町
円
税
収
税
税
一
回

租
符
東
別
別
…
州

地
所
営
特
仲
村
一
そ

向上百分比（%）

地租 l~'l" !Jn税

所得税約加税

2設業（収益）税附1Jll税・ 41rjJIJ税

特別税雑種税

特 別税家庭税

その他共rl'f税合計 100. o I 100. o 1100. o 1100. o 1100. o 1100. o 1100. o 

（注） 1 )jfIJ米ir:!ilま殴姶五入

資料：勺ド戸市統計ilh

表 176 i話［滋税・家屋税の市民 1人当たり

大正8 9 10 11 12 13 14 

~＼If~ 種 ~i

言定 患税

小計

市税合計

70 

159 

120 

298 

158 

313 

229 I 41s I 483 I 476 I 461 I s40 i 側

~「7瓦日ふi下工…－「9sよ「口瓦 I 1, 3s2 

資料： F神戸市統計＝;Li=~

6工7 歴史綴N 近代・現代



次
に
上
っ
た
の
は
営
業
（
収
益
）
税
附
加
税
で
あ
る
が
、

営
業
税
か
ら
営
業
収
益
税
に
か
わ
っ
た
昭
和
二
年
度
以
降
、

本
税

（
関
税
）
は
い
ち
じ
る
し
く
下
っ
た
か
ら
間
加
率
が
上
昇
し
て
も
相
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
所
得
税
附
加
税
は
す
で
に
大
正
十
年

度
以
降
大
き
く
下
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
大
衆
課
税
的
性
格
の
よ
り
強
い
特
別
税
家
屋
税
（
家
主
に
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
家
賃
に
転
稼
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
）
は
、

大
正
八
年
度
に
比
し
て
昭
和
一
一
年
度
は
一
・
六
倍
で
あ
る
が
、
表
川
を
み
る
と
、

間
じ
く
大
衆
課
税
的
性
格
の
強

い
特
別
加
税
雑
種
税
と
と
も
に
税
収
入
の
中
で
年
々
そ
の
比
況
を
高
め
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
雑
種
税
と

家
産
税
の
比
震
は
大
正
八
年
度
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
一
・
六

μ
、
一
二
ハ
・
四
%
（
計
一
一
一
入
%
）
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
問
年
度
に

は
そ
れ
ぞ
れ
二

0
・
七
%
、

凶

0
・一一一
d
p

（
計
六
一
%
）
に
も
な
り
、
税
収
入
の
過
半
を
占
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

表
川
に
よ
り
市
民
一
人
当
た
り
の
税
簡
を
み
る
と
、
市
税
全
体
で
は
大
正
八
年
度
の
六
門
一
一
銭
か
ら
昭
和
問
年
の
…

a1aL
、

一F
Z
F

銭
へ
と

・
一
倍
で
あ
る
の
に
対
し
、
雑
穏
税
と
家
屋
税
の
合
計
は

一
円
二
九
銭
か
ら
七
円
六
八
銭
へ
と
三
・
四
倍
も
増
加
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
み
て
市
税
増
収
を
担
っ
た
も
の
は
大
衆
課
税
の
増
徴
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で

h
t
ドよ

A
ノ。

増
税
を
め
ぐ
る

政
治
的
対
立

長
び
く
不
況
下
に
あ
っ
て
増
税
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
政
治
的
対
立
を
ひ
き
お
こ
し

大
正
九
年
、
庫
’
崎
房
次
郎
の
後
任
市
長
候
補
者
選
考
に
あ
た
っ
て
、

五
つ
の
選
考
基
準
が
つ
く
ら
れ
た
が
、

そ
の
一
つ
に
財
政
的
手
腕
が
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
基
準
を
満
た
す
も
の
と
し
て
候
補
に
あ
げ
ら
れ
間
年
十
月

に
市
長
に
就
任
し
た
縦
井
鉄
太
郎
は
、
大
正
十
一
年
度
の
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
営
業
税
附
加
税
、
特
別
税
家
屋
税
、
所
得
税

間
加
税
を
合
計
約
九
八
万
円
増
税
す
る
予
算
原
案
を
提
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
十
一
年
一
月
の
査
定
参
事
会
は
不
況
の
折
か
ら

618 第三掌第一次大戦後の判明



増
税
を
一
合
決
し
、
剰
余
金
な
も
っ
て
歳
入
不
足
に
充
て
る
こ
と
を
決
め
た
。
こ
れ
は
調
整
の
つ
か
な
い
ま
ま
市
会
に
持
ち
込
ま

れ
、
市
長
は
「
市
政
ノ
進
歩
ト
北
ハ
ニ
取
扱
ヒ
マ
ス
事
務
ハ
年
々

々
増
加
シ
（
略
）
必
要
ナ
ル
絞
殺
ハ
何
ウ
シ
テ
モ
之
ヲ
要
求
シ

ナ
イ
訳
ニ
ハ
行
カ
ナ
イ
。
（
略
）
当
局
ト
シ
テ
ハ
（
略
）
将
米
市
ノ
財
政
ノ
基
礎
ヲ
確
実
ニ
致
シ
タ
イ
」
（
『
神
戸
市
会
史
』
第
二
巻

正一紛

以
下
向
じ
）
と
説
明
し
た
。

こ
れ
に
対
し
参
事
会
員
の
中
亥
歳
男
議
員
は
「
二
年
度
ハ
全
ク
不
景
気
ノ
ド
ン
底
ト
私
ハ
信
ズ
ル
ノ
デ
プ
リ
マ
ス
。
市
シ

一
プ
物
価
ハ
綴
度
目
一
騰
貴
シ
テ
、

般
市
民
ノ
生
活
ヲ
刊
行
カ
シ
ツ
ツ
プ
リ
マ
ス
。
此
ノ
場
ニ
於
一
ア
市
税
ヲ
地
ス
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、

之
ハ
余
程
ノ
恕
由
ガ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ
ト
忠
フ
ノ
デ
ア
ジ
マ
ス
。
（
略
）
今
日
ノ
神
戸
市
ノ
財
政
て
左
様
ニ
窮
迫
シ
テ

ラ
ヌ

ト
我
々
ハ
認
メ
テ
賠
リ
マ
ス
。
故
一
一
府
税
ヲ

、ン、

一
伴
ブ
不
足
金
ハ
歳
出
ノ

四
万
円
ヲ
削
減
シ
、
残
額
ノ
七
九
万
円

ハ
前
年
度
ノ
繰
越
金
ヲ
以
テ
埋
メ
合
セ
タ
ノ
デ
プ
ル
L

と
反
対
論
を
示
し
た
。
そ
れ
に
対
し
土
岐
誠
之
進
助
役
は
、
他
の
大
都

市
に
比
べ
神
戸
市
の
税
率
は
低
い
と
述
べ
た
あ
と
っ
繰
越
金
一
一
於
キ
マ
シ
テ
ぺ
大
正
九
年
、

一
0
年
度
一
一
於
テ
一
九

O
万
円

rlj財政の構造とその変化

程
ア
リ
ノ
マ
セ
ウ
ケ
レ
ド
モ
、
大
正
一
一
年
度
中
一
一
支
出
…
ブ
要
ス
ル
連
加
額
ガ
一
一

O
O万
円
余
り
（
絡
）
犬
レ
丈
ノ
克
込
デ
ア
ジ
マ

ス
。
其
他
築
港
ノ
収
入
そ

ノ
加
ク
今
日
ハ
ナ
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
剰
余
金
ガ
ア
レ
パ
コ
ソ
ド
ウ
ニ
カ
泣
リ
繰
リ
ガ
出
来

一
ア
行
キ
マ
ス
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
比
ノ
剰
余
金
ヲ
使
ヒ
果
ス
訳
ニ
ハ
行
カ
ン
ダ
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
。
（
略
）
若
シ
繰
越
金
ヲ
全

日
一
於
キ
マ
シ
テ
ハ
必
ズ
ヤ
二
百
四
、

五
十
万
円
ノ
増
税
ニ
依
ル
所
ノ
増
収
ヲ
図
ラ
ネ
パ
ナ
ル
マ
イ
カ

部
使
ブ
ト
セ
パ

ト
忠
ヒ
マ
ス
」
と
反
抗
州
し

第四会15

こ
れ
に
対
し
て
は
さ
ら
に
岡
崎
忠
推
議
員
が
「
盟
事
者
ハ
剰
余
金
ヲ
夜
サ
ウ

サ
ウ
ト
セ
ラ
レ
ル
様
三
忠
ブ
。
追
加
予
算
ノ

頻
発
て
剰
余
金
ガ
沢
山
ア
ル
ガ
為
デ
ナ
イ
カ
。
（
同
町
）

7f 

。
万
円
モ
見
ル
コ
ト
ヲ
知
ツ
テ
追
加
予
算
ヲ
頻
々
ト
挺

近代・現代

大
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（危）

出
サ
レ
ル
コ
ト
ハ
財
政
ノ
基
礎
ヲ
察
ス
ル
モ
ノ
デ
ハ
ア
ル
マ
イ
カ
し
と
批
判
し
た
。

こ
う
し
た
議
論
の
あ
げ
く
、
市
会
は
調
査
委
員
会
に
こ
れ
を
鮒
託
し
た
が
、
調
査
委
員
会
は
増
税
案
を
否
決
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
桜
井
市
長
は
辞
表
を
呈
出
し
、
市
会
側
が
市
長
不
信
任
で
は
な
い
と
説
明
し
た
が
辞
職
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の

間
の
事
情
を
『
神
戸
市
長
物
語
』
（
大
正
十
四
年
刊
）
は

神
戸
市
が
桜
井
氏
の
出
監
を
煩
は
し
た
の
は
一
に
是
れ
財
政
の
切
盛
り
を
円
拐
な
ら
し
め
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
。
桜
井
氏

と
雌
も
恐
ら
く
そ
れ
は
覚
悟
の
上
で
あ
っ
た
ら
う
。

然
る
に
大
正
九
年
一
一
一
月
の
財
界
に
お
け
る
大
旋
風
（
反
動
恐
慌
勃
発

｜
｜
引
用
者
）
は
駆
度
の
不
況
を
招
来
し
、
銀
行
会
社
の
破
続
続
出
し
、
歳
入
激
減
し
て
剰
余
金
等
皆
無
と
な
っ
た
。
況
ん

や
借
替
を
要
す
る
市
公
債
数
千
万
円
に
達
し
、
財
界
の
前
途
附
捨
た
る
も
の
あ
る
を
想
ふ
時
、
斯
界
の
事
情
に
精
通
せ
る

人
だ
け
に
（
桜
井
は
大
蔵
省
関
税
局
長
、
大
蔵
次
官
心
得
、
台
湾
銀
行
頭
取
を
膝
任
し
て
い
た
｜
｜
引
用
者
）
、

一
層
悲
観
し
た
も
の

ら
し
い
。
（
略
）
彼
の
大
増
税
案
を
提
出
し
、
遮
二
無
二
市
会
と
雌
維
を
決
ぜ
ん
と
し
た
る
如
き
、
偶
々
こ
れ
に
依
っ
て
高

踏
勇
退
の
口
実
な
求
め
ん
と
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
の
が
当
ら
ず
と
雌
も
速
か
ら
ざ
る
観
察
で
あ
ら
う
。

と
う
が
っ
た
見
方
を
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
第
一
次
大
戦
後
の
長
期
不
況
下
の
財
政
難
日
歳
入
不
足
問
題
は
、
増
税
問
題
を
生
み
出
し
、
増
税
非
増
税
の
対

立
は
つ
い
に
市
長
辞
任
に
ま
で
発
展
し
た
。

都
市
の
率
業
の

拡
大
と
増
税

し
か
し
哨
税
は
単
に
歳
入
不
足
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
起
こ
っ
た
問
題
で
は
な
か
っ
た
。

『
神
戸
叉
新
日

報
』
は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る

須
磨
線
（
市
電
第
一
一
一
期
線
第
一
号
線
1
｜
引
用
者
）
起
債
問
題
に
対
し
、
主
務
省
は
木
市
の
営
業
税
附
加
税
が
今
猶
制
限
内
に
あ
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る
の
で
真
の
諒
解
を
な
さ
い
A

る
も
の
と
見
え
て
、
又
も
や
市
の
財
政
状
態
に
就
い
て
諮
問
を
し
て
来
た
。
（
略
）
（
他
の
大
都

市
に
比
し
て

i
i引
用
者
）
神
戸
市
の
負
担
が
軽
い
。

従
っ
て
起
債
問
題
が
常
に
政
府
で
行
詰
ま
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
処
で

あ
る
。
（
大
正
十
二
年
七
月
二
十
九
日
）

市
の
大
事
業
と
し
て
、
小
学
校
々
舎
第
ニ
期
拡
張
事
業
と
、
都
市
計
画
事
業
に
属
す
る
須
磨
延
長
線
を
除
く
市
電
第
三

期
線
布
設
に
伴
ふ
道
路
の
拡
張
事
業
が
目
前
に
横
は
っ
て
ゐ
る
。
此
れ
等
の
一
一
事
業
の
財
源
は
一
一
一
一
閃
う
迄
も
な
く
市
公
償
の

発
行
に
倹
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、

の
営
業
税
制
加
税
が
制
限
内
に
あ
る
の
で
、
政
府
は
容
易
に

起
債
卒
業
に
認
可
を
与
へ
な
い
こ
と
は
陸
相
械
の
如
く
で
あ
る
。
其
処
で
窮
迫
せ
る
財
政
の
不
足
を
補
填
す
る
策
と
、
起
境

政
策
の
実
行
を
容
易
な
ら
し
め
る
為
に
、
営
業
税
附
加
税
の
増
税
を
断
行
せ
ん
と
す
る
の
が
明
年
度
予
算
に
対
す
る
市
当

局
の
考
え
で
あ
る
ら
し
い
が
、
然
し
営
業
税
附
加
税
を
増
税
す
る
こ
と
は
余
程
周
囲
の
情
勢
と
市
民
の
生
活
振
り
と
を
慎

没
一
に
考
慮
し
て
か
L
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
市
当
局
も
今
日
か
ら
迂
澗
な
口
は
利
け
な
い
の
で
あ
る
が
、
当

市財政の構造とその変化

然
な
ら
ば
所
得
税
制
加
税
を
地
徴
す
る
の
が
適
当
で
は
あ
る
が
、
営
業
税
附
加
税
が
制
限
内
に
あ
る
が
為
め
に
、
此
れ
又

政
府
が
許
さ
な
い
処
で
あ
る
か
ら
、
依
然
営
業
税
問
加
税
の
増
率
よ
り
外
に
途
が
な
い
。
（
略
）
（
し
か
し
、
営
業
税
約
加
税
の

滞
納
率
は
域
し
気
味
で
あ
る
か
ら
i
i引
用
者
）
市
当
局
で
は
増
税
は
営
業
税
制
叫
加
税
で
仕
度
く
は
な
い
が
、

止
む
を
得
な
い

場
合
は
該
税
に
拠
る
よ
り
外
に
途
が
な
い
と
半
泣
い
て
ゐ
る
。
（
大
正
十
二
年
八
月
二
十
七
日
）

こ
の
報
道
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
第

次
大
戦
後
の
長
期
不
況
下
で
、
政
府
は
財
政
緊
縮
政
策
合
と
り
市
長
発
行
を
な
か
な

第四節

か
許
可
せ
ず
、
許
可
す
る
場
合
は
，
自
治
体
の
課
税
附
限
度
額
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
増
税
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
市

は
地
税
し
た
く
な
く
と
も
事
業
展
開
の
た
め
公
債
発
行
が
必
要
な
ら
ば
増
税
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
前
述
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し
た
よ
う
に
、

そ
れ
ま
で
認
め
な
か
っ
た
独
立
会
計
か
ら
の
資
金
流
用
を
怖
に
奨
励
し
た
り
す
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。

内
務

省
・
大
蔵
省
な
ど
中
央
省
庁
は
r
け
治
体
の
内
治
権
を
な
る
べ
く
拡
大
さ
せ
な
い
方
向
で
問
題
を
つ
解
決
」
し
よ
う
と
し
た
。

し
か
し

rH治
体
に
と
っ
て
こ
れ
で
は
本
当
の
解
決
に
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
第
一
次
大
戦
後
は

rH治
体
に
よ
る
義
務
教
育
故
国

賠
負
担
晴
樹
嬰
求
や
税
の
地
方
移
譲
必
求
な
ど
の
対
政
府
要
求
運
動
が
起
こ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
六
大
都
市
に
お
い
て
は
県

の
許
認
可
権
の
廃
止
や
税
制
の
自
主
的
開
力
的
運
用
な
ど
を
求
め
る
特
別
市
制
獲
得
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た

（次節）。

し
か
し
運
動
は
展
開
さ
れ
て
も
な
か
な
か
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
公
債
償
還
・
増
税
・
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入

れ
等
、
神
戸
市
に
と
っ
て
顕
の
桁
い
問
題
は
む
し
ろ
拡
大
す
る
状
況
に
あ
っ
た
。

昭
和
初
年
の
増

税
反
対
運
動

不
況
が
深
刻
化
し
て
い
く
な
か
で
の
増
税
に
対
し
て
塙
税
反
対
運
動
は
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
広
ま

り
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
昭
和
二
年
の
金
融
恐
慌
を
経
た
翌

年
度
の
予
算
編
成
期
に
な
る
と
取
税
反
対
の

運
動
は
以
前
に
も
明
し
て
高
ま
っ
た

（間利一一一年一一一月
1
i引
用
さ
十
九
日
午
後
一
時
か
ら
開
会
の
神
戸
市
予
算
調
査
委
員
会
に
対
し
て
、
一
服
仲
間
税
哨
税
反
対

の
一
候
仲
居
総
出
の
附
郎
防
を
始
め
、
菓
子
組
合
、
平
野
方
部
の
家
屋
税
増
税
反
対
の
陳
僚
な
と
続
々
と
抑
し
答
ぜ
、
市
会
の

廊
下
は
陳
情
者
の
む
れ
で
県
山
の
や
う
で
あ
る
。
（
略
）
午
後
二
時
間
十
分
休
憩
と
な
る
。

ま
ず
洗
張
業
者
の
増
税
反
対
の

陳
情
か
ら
始
ま
り
、
有
馬
道
の
迎
合
会
、
能
医
方
聞
の
衛
生
組
合
の
家
屋
税
反
対
陳
情
、
菓
子
営
業
組
合
、
眼
鏡
業
組
合

の
各
代
表
者
か
ら
こ
も
，

ρ＼
哨
税
反
対
の
陳
情
（
『
又
新
』
昭
和
一
一
一
年
三
月
二
十
日
）

」
う
し
た
事
態
を
潤
つ
け
て
神
戸
商
工
会
議
所
は
、

一一一

O
余
過
の
陳
情
書
を
受
理
し
て

二
十
日
緊
急
役
員
会
を
聞
き
あ
く

ま
で
朋
税
反
対
な
決
議
し
、

「
反
省
を
促
す
し

各
市
議
を
糾
合
し
て
地
税
案
通
過
を
阻
止
し
よ
う

い
h
υ
r
p〈
ノ
q

ヱ
ハ
川
悶
什
d

J

F

し

T
土

J

ア
z
u
R
L
v

一
方
、
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と
し
た
。

こ
の
地
税
問
題
は
、
問
一
一
一
瀬
弘
志
市
長
の
進
退
問
題
に
ま
で
発
展
し
か
ね
な
い
様
相
を

た
が
、
予
算
委
員
会
は
一
九

O
万

円
の
治
税
案
を
ニ
問
万
円
に
ま
で
縮
小
決
定
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
塙
税
反
対
気
速
が
い
か
に
強
か
っ
た
か
を
示
し
て

、有－
O

L
J
T
 

そ
し
て
翌
四
年
度
の
予
算
編
成
期
に
も
、
女
給
税
一
新
設
反
対
運
動
、
河
灘
に
結
成
さ
れ
た
自
結
束
税
撤
廃
期
成
問
認
会

の
運
動
、
神
戸
借
地
人
会
な
ど
に
よ
る
家
屋
税
増
税
反
対
運
動
等
々
、
前
年
に
も
増
し
て
噌
税
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。

し
か
し
こ
の
頃
に
な
る
と
無
産
政
党
な
ど
に
よ
る
従
来
と
は
ち
が
っ
た
批
判
や
運
動
が
民
認
し
始
め
た
。

日
本
労
農
党
神
戸

支
部
は
♂
成
入
に
於
て
は
有
産
者
税
の
塙
税
及
び
興
設
を
為
し
、
斯
く
し
て
奴
源
を
求
め
る
と
共
に
、
無
産
者
税
を
低
減
若
く

は
廃
止
す
べ
く
、
歳
出
に
於
て
は
社
会
事
業
を
箭
綴
的
に
行
ひ
、
都
市
と
し
て
文
化
的
総
設
を
完
全
に
し
」
（
『
又
新
』
昭
和
一
一
一
年

四
月
一
一
一
日
）
と
の
態
疫
を
表
明
し
、
十
月
に
は

般
市
民
を
対
象
と
し
た
市
政
学
校
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て

従
来
や
や
も
す
れ
ば
業
界
ま
た
は
業
者
運
動
的
性
格
の
強
か
っ
た
増
税
反
対
運
動
に
一
般
市
民
と
く
に
無
産
大
衆
運
動
と
い
う

市財政の構造とその変化

性
格
が
つ
け
加
わ
る
こ
と
に
な
っ

そ
し
て
無
産
政
党
は
昭
和
四
年
の
第
一
凹
持
選
市
議
選
で
五
名
の
当
選
者
を
市
会
に
送

り
込
ん
だ
。
こ
う
し
て
神
戸
市
会
は
無
産
階
級
政
党
と
い
う
新
た
な
党
派
を
か
か
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
の
中
で
市
財
政
は
絞
本
的
見
ほ
し
立
践
し
を
関
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
昭
和

の
市
会
で
臨
時

財
務
調
査
会
の
結
成
が
決
定
さ
れ
、
向
調
資
会
は
行
政
整
理
、
市
公
債
整
理
、
教
育
制
度
改
帯
、
「
特
別
経
済
」
と
っ
市
経
済
」

の
関
係
、
県
政
負
担
の
改
正
、
財
源
捻
出
、
市
常
事
業
、
市
の
繁
栄
紫
、
市
と
政
府
と
の
関
係
等
に
関
す
る
調
査
な
開
始
し
た
。

第四節

こ
れ
に
も
と
づ

は
の
ち
の
昭
和
五
年
十
二
月
、
放
本
的
な
財
政
改
革
案
、
な
調
査
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
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